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(57)【要約】
　患者ケアシステムは、患者（１５ａ）に対する治療を
管理する医療装置（１）、ならびに通信ネットワーク（
１６）を介して患者（１５ａ）および健康管理専門職（
１５ｂ）を含むユーザ間でそれぞれデータを送受信し、
さらに患者ケアに関連するデータを処理して保存するよ
うに構成されているサーバシステム（６）を備える。サ
ーバシステムは、患者ケアに関連するデータを暗号化し
て暗号化データを保存するように構成されているデータ
ベース（６ｃ）、疾病管理（３６）の患者ケアソフトウ
ェア要素および患者情報管理（３２）を備えたアプリケ
ーションサーバ（６ｂ）、およびインターネットを介し
てデータを転送するウェブサーバアプリケーションソフ
トウェアを含む通信サーバ（６ａ）を備え、患者ケアソ
フトウェア要素は、通信ネットワークを介して転送され
た医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使用デ
ータを受信し、さらに患者データ（３２ｃ）と共に医療
装置使用データを処理して患者の治療に関する１つ以上
の報告（３２ｆ）を生成するように構成されており、報
告は、サーバシステムに保存した登録ユーザのそれぞれ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者（１５ａ）に対する治療を管理する医療装置（１）と、
　通信ネットワーク（１６）を介して患者（１５ａ）および健康管理専門職（１５ｂ）を
含むユーザ間でデータを送受信するように構成されており、さらに患者ケアに関連するデ
ータを処理して保存するように構成されている、サーバシステム（６）と
を備える患者ケアシステムであって、
　　前記サーバシステムは、
　　患者ケアに関連するデータを保存するように構成されているデータベース（６ｃ）、
　　疾病管理（３６）の患者ケアソフトウェア要素および患者情報管理プログラム（３２
）を備えたアプリケーションサーバ（６ｂ）、および
　　インターネットを介してデータを転送するウェブサーバアプリケーションソフトウェ
アを含む通信サーバ（６ａ）
を備え、
　　　前記患者情報管理プログラムは、薬物投与履歴、順守データ、患者結果報告、患者
健康報告、患者の生理学的データ報告、医療装置設定、治療計画データから選択される情
報、および前記情報の任意の組み合わせに基づいて、テーブル、チャート、リスト、ダイ
アグラム、またはグラフィック表示の形式で報告を生成するように構成されている、報告
要素を備え、
　　　前記患者ケアソフトウェア要素は、前記通信ネットワークを介して転送された前記
医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使用データを受信し、さらに患者データ（
３２ｃ）と共に前記医療装置使用データを処理して前記患者の前記治療に関する１つ以上
の報告（３２ｆ）を生成するように構成されており、
　　　　前記報告は、前記サーバシステムに保存した登録ユーザのそれぞれの役割と権限
に応じて前記患者ケアシステムの前記登録ユーザが前記通信ネットワークを介して遠隔か
らアクセスでき、
　前記患者ケアシステムは、生理学的監視モジュール、訓練モジュール、情報モジュール
、および心理学的監視モジュールの群から選択される少なくとも１つの双方向のモジュー
ルを有する、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素をさら
に備える、
患者ケアシステム。
【請求項２】
　前記報告要素は、ユーザインタフェース装置（ＵＩＤ）のディスプレイに同時に表示さ
れると共に、前記治療計画を順守しないことの影響または前記治療の前記有効性の評価を
容易にする複合的順守報告および患者結果報告を含む複合的報告を形成するように構成さ
れている、請求項１に記載の患者ケアシステム。
【請求項３】
　前記患者治療ソフトウェアは、前記アプリケーションサーバに存在するウェブベースの
プログラムである、請求項１または２に記載の患者ケアシステム。
【請求項４】
　前記患者治療ソフトウェアは、患者の前記ユーザインタフェース装置または前記医療装
置に存在する、請求項１または２に記載の患者ケアシステム。
【請求項５】
　前記報告は、前記患者治療ソフトウェアからの情報を含む、請求項１～４のいずれか１
項に記載の患者ケアシステム。
【請求項６】
　前記患者ケアソフトウェア要素は、患者治療データを患者治療モジュールから受信する
ように構成されており、前記報告要素は、さらにコンプライアンス測定の順守度を前記患
者治療モジュールに表示するように構成されている、請求項１～５のいずれか１項に記載
の患者ケアシステム。
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【請求項７】
　結果情報を個々のモジュールから抽出し、他の訓練モジュールの必要性を特定するよう
に構成されている中央治療ソフトウェア制御モジュールをさらに備える、請求項１～６の
いずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項８】
　前記サーバシステムは、電子メールおよび／またはＳＭＳ（ショートメッセージサービ
ス）による通知を患者に、任意選択で前記サーバシステムの他のユーザに送信するように
構成されている通知サービスソフトウェア要素（３０ｂ）をさらに備える、請求項１～７
のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項９】
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、前記
患者治療ソフトウェア要素からのデータに基づいて前記患者および／または前記健康管理
専門職に推奨を生成するように構成されており、前記推奨は、通知サービスソフトウェア
要素によって前記患者および／または前記健康管理専門職に送信される、請求項１～８の
いずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１０】
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、認知
矯正療法訓練モジュールを備え、前記認知矯正療法訓練モジュールは、前記ユーザインタ
フェース装置（ＵＩＤ）からアクセスでき、訓練運動による患者適合プログラムを起動す
るように構成されているプロセッサ、結果分析器、および過去の結果を保存するメモリを
備える、請求項１～９のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１１】
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、老人
性うつ病管理モジュールを備え、前記老人性うつ病管理モジュールは、前記ユーザインタ
フェース装置（ＵＩＤ）からアクセスでき、うつ病評価アルゴリズム、前記うつ病評価ア
ルゴリズムからのデータに基づいて構成された訓練運動による患者適合プログラムを起動
するように構成されているプロセッサ、結果分析器、および過去の結果を保存するメモリ
を備える、請求項１～１０のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１２】
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、認知
的睡眠管理モジュールを備え、前記認知的睡眠管理モジュールは、前記ユーザインタフェ
ース装置（ＵＩＤ）からアクセスでき、訓練運動、結果分析器、および過去の結果を保存
するメモリを備える、請求項１～１１のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、前記プログラムを前記患者が入力した情報に基づいて変更するよう
に訓練セッション中に認知的訓練プログラムを反復的に適合させるように構成されている
、請求項１０～１２のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１４】
　前記サーバシステムは、患者の生理的状態を測定するように構成されている生理学的監
視モジュールを含む患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素
をさらに備える、請求項１～１３のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１５】
　前記生理学的監視モジュールは、視力検査、歩行検査、運動検査、および筋力検査の群
から選択される少なくとも１つの双方向の生理学的検査を含む、請求項１～１４のいずれ
か１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１６】
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、測定
した健康パラメータをバイオセンサから受信するように構成されている生理学的パラメー
タ分析モジュールを備え、前記生理学的パラメータ分析モジュールは、体温、血圧、脈拍
数、皮膚電気反応、表面筋電図、脳波記録測定値、眼球運動記録法測定値、心電図検査測
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定値、呼吸センサ測定値、血糖値センサ測定値、尿マーカ、および血液マーカから選択さ
れる生理学的データを読み取って解釈するように構成されている、請求項１４または１５
に記載の患者ケアシステム。
【請求項１７】
　前記バイオセンサは、ウェアラブルバイオセンサであり、好ましくは前記患者が着用し
、生理学的データを継続的に抽出して前記データを前記サーバシステムに送信するように
構成されているブレスレットまたはパッチバイオセンサである、請求項１～１６のいずれ
か１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１８】
　前記サーバシステムは、行った運動の量を追跡するように構成されている活動追跡モジ
ュールを備えた患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素をさ
らに備える、請求項１～１７のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１９】
　前記サーバシステムは、リハビリテーション訓練モジュール、および多発性硬化症を患
う患者の歩行不能を評価して治療を計画する歩行運動評価に基づいて各マーカの軌道を算
出する処理部をさらに備える、請求項１～１８のいずれか１項に記載の患者ケアシステム
。
【請求項２０】
　前記サーバシステムは、情報要求をユーザから受信し、応答を前記ユーザインタフェー
ス装置（ＵＩＤ）に送信するように構成されている情報モジュールを含む患者治療ソフト
ウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素をさらに備える、請求項１～１９の
いずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項２１】
　前記情報モジュールは、薬物情報を含む、請求項１～２０のいずれか１項に記載の患者
ケアシステム。
【請求項２２】
　前記医療装置は、薬物コンテナに関する情報から内部に存在する薬物を認識するように
構成されている読み取り機、および前記薬物に関する識別情報を遠隔の前記アプリケーシ
ョンサーバに送信するように構成されている処理部を備える、請求項１～２１のいずれか
１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項２３】
　前記アプリケーションサーバは、前記ユーザインタフェース装置または健康管理専門職
のインタフェース装置から薬物情報を受信し、前記ユーザインタフェース装置に薬物関連
情報で応答するように構成されている、請求項１～２２のいずれか１項に記載の患者ケア
システム。
【請求項２４】
　前記情報モジュールは、薬物の使用および投与に関する指示を含む少なくとも１つのダ
ウンロード可能な命令ファイルおよび１つの動画を含む、請求項１～２３のいずれか１項
に記載の患者ケアシステム。
【請求項２５】
　前記情報モジュールは、医師、理学療法士、支援グループの位置情報および連絡情報を
含む対象地点データを含み、前記ユーザインタフェース装置は、情報要求を受信し、対象
地点を取得するために測定したGPS測位地点を前記情報データベースに送信するように構
成されている、請求項１～２４のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項２６】
　前記情報モジュールは、クローン氏病を患う患者に最も近いトイレの位置を表示するよ
うに構成されている、請求項１～２５のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項２７】
　前記情報データベースは、疾病発生および測定値に関する情報を含み、前記情報は、前
記ユーザインタフェース装置に表示される、請求項２０に記載の患者ケアシステム。
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【請求項２８】
　前記情報モジュールは、薬物または医療器具の発注および発送を計画するオンライン発
注システムをさらに備える、請求項１～２７のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項２９】
　前記オンライン発注システムは、さらに健康保険支払いの要求を提出し、支払いを監視
するように構成されている、請求項１～２８のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項３０】
　前記患者情報管理プログラムは、カレンダーソフトウェア要素（３２ｇ）をさらに備え
、前記カレンダーソフトウェア要素は、薬物を服用し、または患者治療モジュールを用い
るように前記患者を促すように構成されている、請求項１～２９のいずれか１項に記載の
患者ケアシステム。
【請求項３１】
　前記カレンダーソフトウェア要素は、リマインダーおよび報知のシステムを備え、次回
服用のリマインダー、予約、および訓練モジュールが前記ユーザインタフェース装置（Ｕ
ＩＤ）のディスプレイに送信される、請求項１～３０のいずれか１項に記載の患者ケアシ
ステム。
【請求項３２】
　前記患者情報管理プログラムは、患者結果報告、訓練モジュール、および生理学的測定
モジュールからの入力データを分析し、さらなるフォローアップのトリガーを健康管理専
門職に送信するように構成されている、請求項１～３１のいずれか１項に記載の患者ケア
システム。
【請求項３３】
　前記患者情報管理プログラムは、ＨＣＰが選択的に起動するフォローアッププログラム
を備え、前記フォローアッププログラムは、生理学的パラメータの測定値および疼痛等級
を含む、請求項１～３２のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項３４】
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、食餌
情報を含み、特定の食餌が摂取に適しているかについての患者要求を受信し、前記患者に
応答して摂取に適していることを示すように構成されているデータベースを含むダイエッ
トモジュールを備える、請求項１～３３のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項３５】
　基準に対する健康状態を測定する生活の質監視モジュールを備える、請求項１～３４の
いずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項３６】
　前記患者情報管理プログラムは、前記患者が服用した、前記治療計画に含まれない追加
の薬物の情報を含むフリーテキストとして提出された患者情報を受信するように構成され
ている、請求項１～３５のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項３７】
　前記医療装置は、インターネットを介して前記サーバシステムに直接に接続される、請
求項１～３６のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項３８】
　前記通信サーバは、無線通信技術（ＷＴＴ）によるデータ転送用に構成された遠隔サー
ビスデータアップロードアプリケーションソフトウェア（２６）をさらに備える、請求項
１～３７のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項３９】
　無線通信ネットワークを介して前記サーバシステムに接続するように構成されている無
線通信技術（ＷＴＴ）による送信機を備えた医療装置接続局（２２）をさらに備え、前記
医療装置接続局は、前記医療装置に相互接続し、前記サーバシステムに搭載した前記ＷＴ
Ｔ遠隔サービスデータアップロードアプリケーションソフトウェアを介して医療装置使用
データを前記患者情報管理プログラムアプリケーションソフトウェアに直接アップロード
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するように構成されている、請求項１～３８のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項４０】
　電話またはコンピュータタブレットを含むモバイルユーザインタフェース装置（ＵＩＤ
）（１８ｂ、１８ｃ）にインストール可能であり、前記サーバシステムに搭載した前記Ｗ
ＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーションソフトウェアを介して医療装置使
用データを前記患者情報管理プログラムアプリケーションソフトウェアにアップロードす
るように構成されているクライアント側アプリケーションソフトウェアをさらに備える、
請求項１～３９のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項４１】
　前記医療装置は、無線通信ネットワークを介して前記サーバシステムに接続するように
構成されている無線通信技術（ＷＴＴ）による送信機を組み込み、前記医療装置は、前記
サーバシステムに搭載したＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーションソフ
トウェア（２６）を介して医療装置使用データを前記患者情報管理プログラムアプリケー
ションソフトウェアにアップロードするように構成されている、請求項１～４０のいずれ
か１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項４２】
　前記治療計画に対する順守度は、第１のグラフィック表示によって表され、前記患者結
果報告は、患者の生理的状態に関連し、第２のグラフィック表示によって表され、前記の
第１のグラフィック表示および前記第２のグラフィック表示は、オペレータが前記治療計
画に対する前記順守度を前記患者の前記生理的状態と比較するために共通の時間スケール
を有する、請求項２に記載の患者ケアシステム。
【請求項４３】
　前記複合的順守報告は、第１の時間スケールで表示され、前記患者結果報告は、第２の
時間スケールで表示され、前記複合的順守報告および前記患者結果報告が共通の時間的間
隔で表示され、オペレータが経時的に前記治療計画に対する前記順守度を前記患者結果報
告と比較および／または相関させるために、前記第１の時間スケールおよび前記第２の時
間スケールが配置され、同時に表示される、請求項２に記載の患者ケアシステム。
【請求項４４】
　前記複合的順守報告は、第１の時間スケールで表示され、少なくとも１つの患者結果報
告は、第２の時間スケールで表示され、前記患者結果報告における顕著な／測定可能な患
者の結果における時間的遅延を補償し、オペレータが経時的に前記順守度を前記患者結果
報告と比較および／または相関させるために、前記の第１の時間スケールおよび前記第２
の時間スケールを互いに変位させる、請求項２に記載の患者ケアシステム。
【請求項４５】
　前記患者ケアシステムは、多発性硬化症、成長ホルモン分泌不全、関節リウマチ、乾癬
、尋常性乾癬、クローン氏病、若年性クローン氏病、喘息、乾癬性関節炎、潰瘍性大腸炎
、全身性エリテマトーデス、強直性脊椎炎、および乳癌の群から選択される疾病を患う患
者用である、請求項１～４４のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項４６】
　前記患者ケアシステムは、うつ病または疲労感を患う患者用である、請求項１～４４の
いずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項４７】
　慢性疾患の患者に対する治療を監視してケアを提供する方法であって、
　治療薬物を前記患者に投与する医療装置を提供する工程、
　通信ネットワークを介して患者および健康管理専門職を含むユーザの間でデータを送受
信するように構成されており、前記患者に関連するデータを保存するように構成されてい
るデータベース、疾病管理および患者情報管理のための患者治療ソフトウェア要素および
／または患者治療ハードウェア要素を備えた患者ケアソフトウェア要素を含むアプリケー
ションサーバ、ならびに前記通信ネットワークを介したデータ転送のための通信サーバを
備えたサーバシステムを備えるコンピュータ化患者ケアシステムを提供する工程、



(7) JP 2018-514026 A 2018.5.31

10

20

30

40

50

　前記サーバシステムで患者ケアに関連するデータを処理して保存する工程、
　前記通信ネットワークを介して前記サーバシステムに前記医療装置の使用に関するデー
タを含む医療装置使用データを転送する工程、
　前記通信ネットワークを介して前記サーバシステムに前記患者治療ソフトウェア要素お
よび／または前記患者治療ハードウェア要素の使用データを転送する工程、および
　患者データと共に前記医療装置使用データおよび前記患者治療ソフトウェア要素および
／または前記患者治療ハードウェア要素使用データを処理して前記患者の前記治療に関連
する１つ以上の報告を生成し、前記サーバシステムに保存した登録ユーザのそれぞれの役
割および権限に応じて、前記通信ネットワークを介して前記患者ケアシステムの前記登録
ユーザに前記報告への遠隔アクセスを提供する工程
を含む、方法。
【請求項４８】
　慢性疾病の治療計画の有効性を評価する方法であって、
　薬物を投薬する医療装置を提供する工程、
　ユーザインタフェースディスプレイに少なくとも１つの治療ソフトウェアを提供する工
程、
　前記医療装置の使用データを電算システムに送信する工程、
　前記治療ソフトウェアのモジュールに対する順守度を送信する工程、
　処方治療計画データおよび前記使用データに基づいて治療計画に対する順守度を算出す
る工程、
　前記電算システムに患者報告結果を送信する工程、
　治療計画に対する前記順守度に関する第１のグラフィック表示および前記患者報告結果
に関する第２のグラフィック表示を含む報告を前記電算システム内に生成する工程であっ
て、前記第１のグラフィック表示および前記第２のグラフィック表示は共通の時間スケー
ルを含む、工程、および
　ユーザインタフェース装置のスクリーンに表示するために、前記報告を健康管理専門職
にアクセス可能とする工程であって、前記第１のグラフィック表示および前記第２のグラ
フィック表示は同時に表示される、工程
を含む、
方法。
【請求項４９】
　電話またはコンピュータタブレットを含むモバイルユーザインタフェース装置にインス
トール可能なクライアント側アプリケーションソフトウェアを提供する工程、および
　前記サーバシステムに搭載した前記ＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケー
ションソフトウェアを介して前記患者情報管理プログラムアプリケーションソフトウェア
に医療装置使用データをアップロードする工程をさらに含む、請求項４７または４８に記
載の方法。
【請求項５０】
　前記医療装置は、無線通信ネットワークを介して前記サーバシステムに接続するように
構成されている無線通信技術（ＷＴＴ）による送信機を組み込み、
　前記サーバシステムに搭載したＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーショ
ンソフトウェアを介して前記医療装置から前記患者情報管理プログラムアプリケーション
ソフトウェアに直接に医療装置使用データをアップロードする工程を含む、請求項４７ま
たは４８に記載の方法。
【請求項５１】
　テーブル、チャート、リスト、ダイアグラム、またはグラフィック表示のうちの任意の
１つ以上から選択される形式で前記報告要素ソフトウェアによって報告を生成する工程を
含み、前記報告は、薬物投与履歴、治療計画データに対する順守度、患者結果報告、患者
健康報告、患者の生理学的データ報告、医療装置設定、治療計画データから選択される情
報、および前記情報の任意の組み合わせのうちの任意の１つ以上に基づく、請求項４７ま
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たは４８に記載の方法。
【請求項５２】
　ユーザインタフェース装置のディスプレイに同時に表示されると共に、前記治療計画に
対する複合的順守度および患者結果報告を含む２つ以上の報告から構成される複合的報告
を生成する工程を含む、請求項４７～５１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５３】
　前記治療計画に対する前記順守度は、第１のグラフィック表示によって表され、前記患
者結果報告は、患者の生理的状態に関連しており、第２のグラフィック表示によって表さ
れ、オペレータが前記治療計画に対する前記順守度を前記患者の前記生理的状態と比較す
るために、前記第１のグラフィック表示および前記第２のグラフィック表示は共通の時間
スケールを有する、請求項４７～５２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５４】
　前記サーバシステムは、通知サービスソフトウェア要素をさらに備え、前記通知サービ
スソフトウェア要素、電子メール、および／またはショートメッセージサービス（ＳＭＳ
）による通知を患者、および任意選択で前記システムの他のユーザに送信する工程を含み
、前記通知は、報知、通院リマインダー、治療計画情報、健康情報、薬物情報を含む群か
ら選択される、請求項４７または４８に記載の方法。
【請求項５５】
　前記サーバシステムは、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェ
ア要素をさらに備え、
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、
　患者に検査に対するオンラインアクセスを提供すること、
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素によって
前記検査のオンライン結果を自動的に取り込むこと、および
　前記検査の結果を前記報告ソフトウェア要素および／または前記データベースに送るこ
と
を含む検査を備える、請求項４７または４８に記載の方法。
【請求項５６】
　前記サーバシステムは、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェ
ア要素をさらに備え、
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、
　患者に認知力訓練、運動訓練、発声訓練、視力訓練、循環運動、理学療法のうちの任意
の１つ以上から選択される訓練運動に対するオンラインアクセスを提供すること
を含む、請求項４７または４８に記載の方法。
【請求項５７】
　前記患者の生理学的測定データの生理学的測定値に関連するデータをセンサから受信す
る工程、および
　前記患者のユーザインタフェース装置および／または医療装置から選択される通信装置
を介しておよび／または感知装置もしくは訓練装置によってセンサから前記サーバシステ
ムに前記データを送信する工程であって、生理学的データは、体温、血圧、脈拍数、皮膚
電気反応、表面筋電図、脳波記録法測定値、眼球運動記録法測定値、心電図検査測定値、
呼吸センサ測定値、血糖値センサ測定値のうちの任意の１つ以上から選択される工程
を含む、請求項４７または４８に記載の方法。
【請求項５８】
　前記電算システムは、請求項１～４５のいずれか１項に記載の患者ケアシステムのサー
バシステムである、請求項４７または４８に記載の方法。
【請求項５９】
　治療計画の有効性または治療を監視するための前記方法は、多発性硬化症、成長ホルモ
ン分泌不全、関節リウマチ、乾癬、尋常性乾癬、クローン氏病、若年性クローン氏病、喘
息、乾癬性関節炎、潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデス、強直性脊椎炎、および乳癌
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の群から選択される疾病を患う患者用である、請求項４７～５８のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項６０】
　治療計画の有効性または治療を監視するための前記方法は、老人性うつ病を患う患者用
である、請求項４７～５８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６１】
　治療計画の有効性または治療を監視するための前記方法は、疲労感を患う患者用である
、請求項４７～５８のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者、具体的には神経変性疾患、具体的には多発性硬化症、内分泌系疾患、
具体的には成長ホルモン分泌不全、ならびに関節リウマチ、若年性関節リウマチ、乾癬、
尋常性乾癬、クローン氏病、若年性クローン氏病、喘息、乾癬性関節炎、潰瘍性大腸炎、
全身性エリテマトーデス、および強直性脊椎炎等の自己免疫性疾患を含む状態等の慢性的
状態を患う患者の健康状態を監視して患者の治療を支援する電子システムに関する。また
、本発明は、癌、具体的には乳癌を患う患者の健康状態を監視して患者の治療を支援する
電子システムに関する。
【０００２】
　本発明の具体的な態様のうちの１つにおいて、患者の健康状態の監視および治療の支援
としては、治療計画の有効性、具体的には投与計画の有効性の監視が挙げられる。
【背景技術】
【０００３】
　所定の投与計画を管理するために電子注入装置を用いることが知られている。例えば、
国際公開第２００５／０７７４４１号、国際公開第２００６／０８５１７５号、国際公開
第２００６／０８５２０４号、または国際公開第２００７／０８８４４４号は、RebiSmar
t（登録商標）およびEasypod（登録商標）として製品化されている電子注入装置を開示す
る。所定の投与計画を順守する患者は、多くの場合に１００％よりも少ない。これは、患
者が注入を忘れ、または誤った時点で注入する場合があるからである。さらに、患者は疼
痛または薬の副作用のために意図的に注入を省いてしまう場合がある。
【０００４】
　既知の電子注入装置の限界は、装置を用いる患者が従う投与計画の有効性を測定するこ
とがこれらの装置ではできないということである。したがって、患者は所定の投与計画を
順守している程度について記憶に基づいて医師にこの情報を報告しなければならない。ま
た、患者は、投与計画が自身の生理的状態に影響を与える程度についても記憶に基づいて
この情報を医師に報告しなければならない。医師はその後、これらの情報を総合して患者
が所定の投与計画を順守している程度を判断しなければならない。また、医師は、これら
の情報を総合して所定の投与計画を順守したことによってどの程度患者の生理的状態に影
響を与えたかについて判断しなければならない。患者が所定の投与計画の順守および順守
することで受ける生理的状態の変化を十分に思い出して記録することができない可能性が
ある。これは、患者が多発性硬化症等の神経変性障害を患い、記憶が乱れている場合には
特に問題である。本問題は、患者が医師に入れた予約までの間に長い期間、例えば最大で
６か月の間隔があるという事実により複雑なものとなる。さらに、患者が医師に入れた予
約の時間が、例えば１５分未満など、非常に短い場合がある。そのため、医師が予約時間
中に治療計画の有効性を正確に判断するには時間が十分でない場合がある。このように、
投与計画等の治療計画の有効性を判断するシステムに対する必要性が当技術分野に存在す
る。
【０００５】
　通常、慢性的状態、例えば、神経変性疾患または自己免疫性疾患を患う患者は、医師ま
たは他の健康管理専門職（health care professional、HCP）の診察を定期的に受け、患
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者支援組織における現場看護師または他の構成員から支援およびサービスを受けることが
できる。上述のように、長期間の間隔があいている場合には、患者の状態を監視し、矯正
措置を取り、最適な処置を提供し、または患者の状態に応じて付随する治療および健康サ
ービスを提供するには最適でないことがある。
【０００６】
　上述の疾病の多くは健康に関連する生活の質に対して深刻な影響を及ぼし、身体症状は
情緒的または社会的な作用に対して直接的影響を及ぼす。例えば、慢性疾患を有する患者
がうつ状態に陥り、それに関連する問題に悩むことはよくあることである。さらに、健康
に関連する生活の質は、身体上の問題、性格的特徴、疾病に精神的に対処する能力、なら
びに親族関係および社会生活を維持する能力におけるレベルに応じて人によって異なる可
能性がある。健康に関連する生活の質に対する多発性硬化症等の疾病の悪影響に関する問
題を難しいものとしているのは、疾病の亜類型、重症度、合併疾患、症状、健康に関連す
る生活の質に対する症状の影響に関して患者によって大きく異なり、また示される症状が
短期的性質のものであるために、患者を管理する際に健康管理の実務家が直面する課題で
ある。多くの場合、標準的な臨床評価は疾病を効果的に管理し、健康に関連する生活の質
を向上させるのに十分な情報をHCPには提供しない。
【０００７】
　米国出願公開第２００７／０１６４４３号は、慢性疾患、例えば高血圧、高コレステロ
ール血症、および骨粗鬆症を治療するための服薬順守システムおよび投薬装置を開示する
。米国特許第２００７／０１６４４３号におけるシステムおよび装置は、処方薬の投与計
画に対する患者の順守を改善することを目的とする。投薬装置には、薬物投与が行われた
か否か、およびいつ行われたかを判断するセンサが設けられている。フィードバックシス
テムは、処方した投与計画の順守についてフィードバック情報を患者に提供し、メッセー
ジングシステムは、最も適切な通信チャネルを介してその患者向けのメッセージを作成す
る。
【０００８】
　米国出願公開第２００３／２２１６８７号は、薬物治療、認知度、および運動療法に関
する様々なモジュールを備えるうつ病治療のためのシステムを開示する。しかし、米国特
許第２００７／０１６４４３号および米国出願公開第２００３／２２１６８７号のいずれ
も患者の生理的状態および薬物療法計画を規定する多くのパラメータ間の相関関係を評価
するようにはなっていない。
【０００９】
　また、多くの疾病における患者の健康に対する治療計画の影響についてより深く理解す
る必要があるが、これは、薬物投与の効果が投与したときから時間的に大きく遅れる慢性
疾患、例えば多発性硬化症および成長ホルモン分泌不全では困難である。これらの場合に
は、具体的な治療計画の有効性を捕捉することは特に困難である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の目的は、健康管理専門職のために患者の治療監視を向上させるとともに、患者
の健康状態およびケアを改善する患者ケアシステム (patient care system)を提供するで
ある。
【００１１】
　信頼性があり、適切で可読容易な情報を提供する患者ケアシステムを健康管理専門職（
HCP）の意思決定のために提供することは有利である。
【００１２】
　患者の薬物投与を容易にする患者ケアシステムを提供することは有利である。
【００１３】
　HCPと患者の間の健康に関する容易な意思疎通を提供する患者ケアシステムを提供する
ことは有利である。
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【００１４】
　患者の状態に応じて行われる治療サービスおよび健康サービスを提供する患者ケアシス
テムを提供することは有利である。
【００１５】
　特に、薬物投与の効果が投与したときから時間的に大きくずれる慢性疾患、例えば多発
性硬化症および成長ホルモン分泌不全における治療計画の有効性を確実かつ経済的に捕捉
できる患者ケアシステムを提供することは有利である。
【００１６】
　本発明の目的は、独立項に記載の患者ケアシステムによって達成される。本発明の様々
な有利な特徴は、従属項に記載されている。
【００１７】
　本明細書において、患者に対する治療を管理する医療装置、ならびに通信ネットワーク
を介して患者および健康管理専門職を含むユーザ間でそれぞれデータを送受信し、さらに
患者ケアに関連するデータを処理して保存するように構成されているサーバシステムを備
える患者ケアシステムが開示される。サーバシステムは、患者ケアに関連するデータを暗
号化して暗号化データを保存するように構成されているデータベース、疾病管理の患者ケ
アソフトウェア要素および患者情報管理プログラムを備えたアプリケーションサーバ、お
よびインターネットを介してデータを転送するウェブサーバアプリケーションソフトウェ
アを含む通信サーバを備え、患者ケアソフトウェア要素は、通信ネットワークを介して転
送された医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使用データを受信し、さらに患者
データと共に医療装置使用データを処理して患者の治療に関する１つ以上の報告 (report
)を生成するように構成されており、報告は、サーバシステムに保存した登録ユーザのそ
れぞれの役割と権限に応じて患者ケアシステムの登録ユーザが通信ネットワークを介して
遠隔からアクセスできる。有利には、患者ケアシステムは、生理学的監視モジュール、心
理学的モジュール、訓練モジュール、および情報モジュールの群から選択される少なくと
も１つの双方向モジュールを有する、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療
ハードウェア要素を含む患者治療要素をさらに備える。患者治療要素は、さらに患者治療
ハードウェア要素、例えばストレスを監視するウェアラブル装置、睡眠中の動きを検出す
るセンサ、ならびに身体訓練中の動きを検出するセンサおよびカメラを備える。
【００１８】
　患者治療ソフトウェアは、アプリケーションサーバに存在するモジュールおよび患者の
ユーザインタフェース装置または医療装置に存在するモジュールを備えたウェブベースの
プログラムであることが好ましい。有利には、生成された報告は、患者治療ソフトウェア
から生成された情報を含むことができる。
【００１９】
　患者ケアソフトウェア要素は、患者治療データを患者治療モジュールから受信するよう
に構成されていてもよい。報告要素は、さらにコンプライアンス測定の順守度を患者治療
モジュールに表示するように構成されていてもよい。
【００２０】
　一実施形態において、患者ケアシステムは、個々のモジュールから生成した結果情報を
抽出し、訓練モジュールの必要性を特定するように構成されている中央治療ソフトウェア
制御モジュールをさらに備えてもよい。
【００２１】
　一実施形態において、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア
要素は、認知矯正療法訓練モジュールを備え、認知矯正療法訓練モジュールは、ユーザイ
ンタフェース装置（UID）からアクセスでき、訓練運動による患者適合プログラムを起動
するように構成されているプロセッサ、結果分析器、および過去の結果を保存するメモリ
を備えてもよい。
【００２２】
　一実施形態において、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア
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要素は、老人性うつ病管理モジュールを備え、老人性うつ病管理モジュールは、ユーザイ
ンタフェース装置からアクセスでき、うつ病評価アルゴリズム、うつ病評価アルゴリズム
からのデータに基づいて構成された訓練運動による患者適合プログラムを起動するように
構成されているプロセッサ、結果分析器、および過去の結果を保存するメモリを備えても
よい。
【００２３】
　一実施形態において、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア
要素は、認知的睡眠管理モジュールを備え、認知的睡眠管理モジュールは、ユーザインタ
フェース装置からアクセスでき、訓練運動、結果分析器、および過去の結果を保存するメ
モリを備えてもよい。
【００２４】
　一実施形態において、プロセッサは、プログラムを患者が入力した情報に基づいて変更
するように訓練セッション中に認知的訓練プログラムを反復的に適合させるように構成さ
れている。
【００２５】
　一実施形態において、サーバシステムは、患者の生理的状態を測定するように構成され
ている生理学的監視モジュールを含む、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治
療ハードウェア要素をさらに備える。
【００２６】
　一実施形態において、生理学的監視モジュールは、視力検査、歩行検査、運動検査、お
よび筋力検査の群から選択される少なくとも１つの双方向の生理学的検査を含む。
【００２７】
　一実施形態において、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア
要素は、測定した健康パラメータをバイオセンサから受信するように構成されている生理
学的パラメータ分析モジュールを備え、生理学的パラメータ分析モジュールは、体温、血
圧、脈拍数、皮膚電気反応、表面筋電図、脳波記録測定値、眼球運動記録法測定値、心電
図検査測定値、呼吸センサ測定値、血糖値センサ測定値、尿マーカ、および血液マーカか
ら選択される生理学的データを読み取って解釈するように構成されている。
【００２８】
　一実施形態において、バイオセンサは、ウェアラブルバイオセンサであり、好ましくは
患者が着用することができ、生理学的データを継続的に抽出してデータをサーバシステム
に送信するように構成されているブレスレットまたはパッチバイオセンサである。
【００２９】
　一実施形態において、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア
要素は、行った運動の量を追跡するように構成されている活動追跡モジュールをさらに備
える。
【００３０】
　一実施形態において、サーバシステムは、リハビリテーション訓練モジュール、および
多発性硬化症を患う患者の歩行不能を評価して治療を計画する歩行運動評価のために患者
の身体にあるマーカの軌道を算出する処理部をさらに備える。
【００３１】
　一実施形態において、サーバシステムは、情報要求をユーザから受信し、応答をユーザ
インタフェース装置に送信するように構成されている情報モジュールを含む患者治療ソフ
トウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素をさらに備える。
【００３２】
　一実施形態において、医療装置は、薬物コンテナに関する情報から内部に存在する薬物
を認識するように構成されている読み取り機、および薬物に関する識別情報を遠隔のアプ
リケーションサーバに送信するように構成されている処理部を備える。
【００３３】
　一実施形態において、アプリケーションサーバは、ユーザインタフェース装置または健
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康管理専門職のインタフェース装置から薬物情報を受信し、ユーザインタフェース装置に
薬物関連情報で応答するように構成されている。
【００３４】
　一実施形態において、情報モジュールは、薬物の使用および投与に関する指示を含む少
なくとも１つのダウンロード可能な命令ファイルおよび１つの動画を含む。
【００３５】
　一実施形態において、情報モジュールは、医師、理学療法士、支援グループの位置情報
および連絡情報等の対象地点データを含み、ユーザインタフェース装置は、情報要求を受
信し、対象地点を取得するために測定したGPS測位地点を情報データベースに送信するよ
うに構成されている。
【００３６】
　一実施形態において、情報モジュールは、クローン氏病を患う患者に最も近いトイレの
位置を表示するように構成されている。
【００３７】
　一実施形態において、情報データベースは、疾病発生および測定値に関する情報を含み
、情報は、ユーザインタフェース装置に表示される。
【００３８】
　一実施形態において、情報モジュールは、薬物または医療器具の発注および発送を計画
するオンライン発注システムをさらに備える。オンライン発注システムは、さらに健康保
険支払いの要求を提出し、支払いを監視するように構成されていてもよい。
【００３９】
　一実施形態において、患者情報管理プログラムは、カレンダーソフトウェア要素をさら
に備え、カレンダーソフトウェア要素は、薬物を服用し、または患者治療モジュールを用
いるように患者を促すように構成されている。
【００４０】
　一実施形態において、カレンダーソフトウェア要素は、リマンダーおよびアラートのシ
ステムを備え、次回服用のリマインダー、予約、および訓練モジュールがユーザインタフ
ェース装置のディスプレイに送信される。
【００４１】
　一実施形態において、患者情報管理プログラムは、患者結果報告、訓練モジュール、お
よび生理学的測定モジュールからの入力データを分析し、さらなるフォローアップのトリ
ガーを健康管理専門職に送信するように構成されている。
【００４２】
　一実施形態において、患者情報管理プログラムは、HCPが選択的に起動するフォローア
ッププログラムを備え、フォローアッププログラムは、生理学的パラメータの測定値およ
び疼痛等級を含む。
【００４３】
　一実施形態において、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア
要素は、食餌情報を含み、特定の食餌が摂取に適しているかについての患者要求を受信し
、患者に応答して摂取に適していることを示すように構成されているデータベースを含む
ダイエットモジュールを備える。
【００４４】
　一実施形態において、患者ケアシステムは、基準に対する患者の健康状態を測定する生
活の質監視モジュールを備える。
【００４５】
　一実施形態において、患者情報管理プログラムは、患者が服用した、治療計画に含まれ
ない追加の薬物の情報等、フリーテキストとして提出された患者情報を受信するように構
成されている。
【００４６】
　一実施形態において、医療装置は、インターネットを介してサーバシステムに直接に接
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続される。
【００４７】
　本発明の一態様によれば、患者情報管理プログラムは、薬物投与履歴、順守データ、患
者結果報告、患者健康報告、患者の生理学的データ報告、医療装置設定、治療計画データ
から選択される情報、および上記の情報の任意の組み合わせに基づいて、テーブル、チャ
ート、リスト、ダイアグラム、またはグラフィック表示の形式で報告を生成するように構
成されている報告要素を備え、報告要素は、ユーザインタフェース装置のディスプレイに
同時に表示されると共に、治療計画を順守しないことの影響または治療の有効性の評価を
容易にする複合的順守報告および患者結果報告を含む複合的報告を形成するように構成さ
れている。
【００４８】
　本発明は、治療の有効性および健康に関連する生活の質を評価する全人的ケアシステム
を提供し、これにより健康管理専門職（HCP）は患者の治療計画における薬物療法を向上
させることができる。
【００４９】
　本患者ケアシステムの別の利点は、HCPが薬物療法を向上させることができるのみなら
ず、患者が治療および関連する身体的・心理学的影響を自己監視することが可能となるこ
とであり、これにより患者は、疾病管理および治療の意思決定により積極的になり、治療
順守の向上、最終的には結果の向上をもたらす。
【００５０】
　さらなる利点は、アプリケーションソフトウェアにより患者は使用済みの器具の数量お
よび報告の頻度に制約を受けないので、HCPは、対象とする一定の時間間隔（例えば、月
毎）で特定のPRO評価をシステムが予定するように構成することができる。したがってHCP
は、患者を積極的に監視するためにシステムを用いることができる。
【００５１】
　有利には、通信サーバは、ユーザがモバイル装置、例えば無線通信技術（WTT）による
送信機を備えたスマートフォンまたはコンピュータタブレットを用いて遠隔からサーバシ
ステムに接続できようにするために、携帯電話のネットワークを用いた無線通信技術（WT
T）によるデータ転送用に構成された遠隔サービスデータアップロードアプリケーション
ソフトウェアをさらに備えてもよい。有利には、患者ケアシステムは、無線通信ネットワ
ークを介してサーバシステムに接続するように構成されている無線通信技術（WTT）によ
る送信機を備えた医療装置接続局をさらに備えてもよく、医療装置接続局は、医療装置に
相互接続し、サーバシステムに搭載したWTT遠隔サービスデータアップロードアプリケー
ションソフトウェアを介して医療装置使用データを患者情報管理プログラムアプリケーシ
ョンソフトウェアにアップロードするように構成されている。あるいは、医療装置は、無
線通信ネットワークを介してサーバシステムに接続するように構成されている無線通信技
術（WTT）による送信機を組み込んでもよく、医療装置は、サーバシステムに搭載したWTT
遠隔サービスデータアップロードアプリケーションソフトウェアにより医療装置使用デー
タを患者情報管理プログラムアプリケーションソフトウェアに直接アップロードするよう
に構成されている。
【００５２】
　一実施形態において、クライアント側アプリケーションソフトウェアは、電話またはコ
ンピュータタブレット等のモバイルユーザインタフェース装置にインストール可能であっ
てもよく、サーバシステムに搭載したWTT遠隔サービスデータアップロードアプリケーシ
ョンソフトウェアを介して医療装置使用データを患者情報管理プログラムアプリケーショ
ンソフトウェアにアップロードするように構成されている。
【００５３】
　治療計画に対する順守度は、第１のグラフィック表示によって表され、患者の生理的状
態に関連する結果報告は、第２のグラフィック表示によって表されてもよく、第１のグラ
フィック表示および第２のグラフィック表示は、オペレータが治療計画に対する順守度を
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患者の生理的状態と比較するために、共通の時間スケールを有し、ユーザインタフェース
装置のグラフィックディスプレイに同時に表示される。
【００５４】
　有利には、患者ケアシステムは、電子メールおよび／またはショートメッセージサービ
ス（SMS）による通知 (notification)を患者に、任意選択でサーバシステムの他のユーザ
に送信するように構成されている通知サービスソフトウェア要素をさらに備えてもよい。
通知は、報知（alarm）、通院リマインダー、治療計画情報、健康情報、薬物情報のうち
の任意の１つ以上を含んでいてもよい。
【００５５】
　有利には、患者ケアシステムは、検査、例えば視力検査および歩行検査を含み、ユーザ
、特に患者がサーバシステムからアクセスし、またはダウンロードすることができる患者
治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素をさらに含んでもよく、
ソフトウェア要素は、検査の結果を取り込んで報告ソフトウェア要素に送るように構成さ
れている。患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素は、訓練
運動、例えば認知力訓練および運動訓練も含んでもよい。有利な一実施形態において、患
者治療サービスは、さらに患者の生理学的測定データ、例えばセンサにより自動的に取り
込んで患者のユーザインタフェース装置もしくは医療装置を介して、または感知装置もし
くは訓練装置によりサーバシステムに送信された生理学的測定値に関するデータをセンサ
から受信するように構成されていてもよい。生理学的データは、例えば、体温、血圧、脈
拍数、身長、消費したカロリー、皮膚電気反応、表面筋電図、脳波記録法、眼球運動記録
法、呼吸活動、筋肉活動、血糖値レベル、および監視される医学的状態に関連する他の測
定可能なパラメータのうちの任意の１つ以上を含んでいてもよい。
【００５６】
　本明細書においては、慢性疾患の患者に対する治療を監視してケアを提供する方法も開
示され、
　治療薬物を患者に投与する医療装置を提供する工程、
　通信ネットワークを介して患者および健康管理専門職を含むユーザの間でデータを送受
信するように構成されており、患者に関連するデータを保存するように構成されているデ
ータベース、神経変性の疾病管理および患者情報管理のための患者ケアソフトウェア要素
を含むアプリケーションサーバ、ならびに通信ネットワークを介したデータ転送のための
通信サーバを備えたサーバシステムを備えるコンピュータ化患者ケアシステムを提供する
工程、
　サーバシステムで患者ケアに関連するデータを処理して保存する工程、
　通信ネットワークを介してサーバシステムに医療装置の使用に関するデータを含む医療
装置使用データを転送する工程、および
　患者データと共に医療装置使用データを処理して患者の治療に関連する１つ以上の報告
を生成し、サーバシステムに保存した登録ユーザのそれぞれの役割および権限に応じて、
通信ネットワークを介して患者ケアシステムの登録ユーザに報告への遠隔アクセスを提供
する工程
を含む。
【００５７】
　有利には、当該方法は、
　電話またはコンピュータタブレットを含むモバイルユーザインタフェース装置にインス
トール可能なクライアント側アプリケーションソフトウェアを提供する工程、および
　サーバシステムに搭載したWTT遠隔サービスデータアップロードアプリケーションソフ
トウェアを介して患者情報管理プログラムアプリケーションソフトウェアに医療装置使用
データをアップロードする工程
を含んでもよい。
【００５８】
　有利には、当該方法は、
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　サーバシステムに搭載したWTT遠隔サービスデータアップロードアプリケーションソフ
トウェアを介して医療装置から患者情報管理プログラムアプリケーションソフトウェアに
直接に医療装置使用データをアップロードする工程
を含んでもよい。
【００５９】
　有利には、当該方法は、
　テーブル、チャート、リスト、ダイアグラム、またはグラフィック表示のうちの任意の
１つ以上から選択される形式で報告要素ソフトウェアによって報告を生成する工程を含ん
でもよく、報告は、薬物投与履歴、治療計画データに対する順守度、患者結果報告、患者
健康報告、患者の生理学的データ報告、医療装置設定、治療計画データから選択される情
報、および上記の情報の任意の組み合わせのうちの任意の１つ以上に基づく。
【００６０】
　有利には、当該方法は、
　ユーザインタフェース装置のディスプレイに同時に表示されると共に、治療計画に対す
る複合的順守度および患者結果報告を含む２つ以上の報告から構成される複合的報告を生
成する工程を含んでもよい。
【００６１】
　有利には、治療計画に対する順守度は、第１のグラフィック表示によって表されてもよ
く、患者結果報告は、患者の生理的状態に関連しており、第２のグラフィック表示によっ
て表され、オペレータが治療計画に対する順守度を患者の生理的状態と比較するために、
第１のグラフィック表示および第２のグラフィック表示は共通の時間スケールを有する。
【００６２】
　あるいは、複合的順守報告は、第１の時間スケールで表示され、患者結果報告は、第２
の時間スケールで表示され、複合的順守報告および患者結果報告が共通の時間スケールで
表示され、オペレータが経時的に順守度を患者結果報告と比較および／または相関させる
ために、第１の時間スケールおよび第２の時間スケールが配置され、同時に表示される。
【００６３】
　あるいは、複合的順守報告は、第１の時間スケールで表示され、患者結果報告は、第２
の時間スケールで表示され、オペレータが経時的に順守度を患者結果報告と比較および／
または相関させるために、第１の時間スケールおよび第２の時間スケールを互いに変位さ
せ、患者結果報告は、複合的順守報告と共に共通の時間スケールで表示される。この利点
は、健康への影響に関しては、薬物を服用したか、服用し忘れたかということと患者の測
定可能または自覚している最終的効果の間には遅延が存在することである。
【００６４】
　時間スケールは、時間、日、週、月、年、またはこれらの組み合わせ毎の順守データお
よび患者結果報告を表示することができる。
【００６５】
　有利には、当該方法は、
　通知サービスソフトウェア要素、電子メール、および／またはショートメッセージサー
ビス（SMS）による通知を患者、および任意選択でシステムの他のユーザに送信する工程
であって、前記通知は、報知、通院リマインダー、治療計画情報、健康情報、薬物情報を
含む群から選択される、工程
を含んでも良い。
【００６６】
　有利には、当該方法は、
　患者に検査に対するオンラインアクセスを提供する工程、
　患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素によって検査のオ
ンライン結果を自動的に取り込む工程、および
　検査の結果を報告ソフトウェア要素および／またはデータベースに送る工程
を含んでもよい。
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【００６７】
　有利には、当該方法は、
　患者に認知力訓練、運動訓練、発声訓練、視力訓練、循環運動、理学療法のうちの任意
の１つ以上から選択される訓練運動に対するオンラインアクセスを提供する工程
を含んでもよい。
【００６８】
　有利には、当該方法は、
　患者の生理学的測定データの生理学的測定値に関連するデータをセンサから受信する工
程、および
　患者のユーザインタフェース装置および／または医療装置から選択される通信装置を介
しておよび／または感知装置もしくは訓練装置によってセンサからサーバシステムにデー
タを送信する工程であって、生理学的データは、体温、血圧、脈拍数、皮膚電気反応、表
面筋電図、脳波記録法測定値、眼球運動記録法測定値、心電図検査測定値、呼吸センサ測
定値、血糖値センサ測定値のうちの任意の１つ以上から選択される、工程
を含んでもよい。
【００６９】
　本発明の一態様によれば、慢性的状態または慢性的疾病の治療計画の有効性を評価する
方法であって、、
　薬物を投薬する医療装置を提供する工程、
　医療装置の使用データを電算システムに送信する工程、
　処方治療計画データおよび使用データに基づいて治療計画に対する順守度を算出する工
程、
　電算システムに患者報告結果を送信する工程、
　治療計画に対する順守度に関する第１のグラフィック表示および患者報告結果に関する
第２のグラフィック表示を含む報告を電算システム内に生成する工程であって、前記第１
のグラフィック表示および第２のグラフィック表示は共通の時間スケールを含む、工程、
および
　ユーザインタフェース装置のスクリーンに表示するために、報告を健康管理専門職にア
クセス可能とする工程であって、前記第１のグラフィック表示および第２のグラフィック
表示は同時に表示される、工程
を含む、方法も開示される。
【００７０】
　患者報告結果を測定することの利点は、治療効果および疾病の経過についての患者の感
触から疾病、例えば多発性硬化症に関する患者の生活経験のより完全に近い全体像を得る
ことができることであり、それにより、疾病の影響について計量可能でより広範な測定値
を提供する。
【００７１】
　有利には、電算システムは、本明細書における上記の患者ケアシステムにおけるサーバ
システムの特徴のうちの１つ以上を備えることができる。
【００７２】
　本発明の具体的な態様において、慢性疾患は多発性硬化症を含む神経変性疾患である。
【００７３】
　本発明の具体的な態様において、慢性疾患は成長ホルモン分泌不全である。
【００７４】
　さらに本明細書で開示されるのは、薬物を提供する医療装置、医療装置の使用に関連す
る第１のデータを取得するように構成されている第１のデータ入力装置、患者の生理的状
態に関する第２のデータを取得するように構成されている第２のデータ入力装置、第１の
データおよび第２のデータを取得する第１のデータ入力装置および第２のデータ入力装置
と通信するように構成されており、第１のデータを処理し、治療計画の順守度に関連する
第１の処理データを生成するように構成されており、少なくとも１つの処理部、および処
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理部と通信し、治療計画に対する順守度を表す第１のグラフィック表示、および臨床的検
証アンケートにおける質問に対する回答の形で患者から収集したデータを含む第２のデー
タを表す第２のグラフィック表示を表示するように構成されており、これによりオペレー
タが治療計画に対する順守度を第２のデータと比較することができ、表示部を備えたユー
ザインタフェース装置を備える患者ケアシステムである。
【００７５】
　一実施形態において、本発明は、患者に対する治療を管理する医療装置、サーバシステ
ム、医療装置と通信して医療装置の使用に関連する第１のデータをサーバに送信するよう
に構成されている送信機、患者の健康に関連する第２のデータを第１および第２のデータ
を保存するように構成されているサーバに送信するように構成されている第１のコンピュ
ータ端末、サーバシステムと通信して、第１のデータから推測した治療に対する順守度を
表す第１のグラフィック表示および第２のデータを表す第２のグラフィック表示を同時に
表示するように構成されている第２のコンピュータ端末を備えるコンピュータ化医療シス
テムを提供する。
【００７６】
　本発明の一実施形態に関連して、医療装置の使用に関連する第１のデータを処理部に送
信する工程、患者の生理的状態に関連する第２のデータを処理部に送信する工程、データ
を処理して、治療計画に対する順守度に関連する第１の処理データを生成する工程、なら
びにオペレータが治療計画に対する順守度を第２のデータと比較することができるように
、治療計画に対する順守度を表す第１のグラフおよび第２のデータを表す第２のグラフを
表示部に表示する工程を備える、治療計画の有効性を監視する方法も本明細書に開示され
る。
【００７７】
　処理部は遠隔からアクセス可能なサーバシステムであってもよい。
【００７８】
　第１のデータは、投与する薬物の種類、薬物投与量、投与方法、投与時刻、投与の日付
、および投与の頻度から選択されるデータを含んでもよい。第１のデータ入力装置により
取得する時点と所定の治療計画に対する順守度を表するためにユーザインタフェース装置
の表示部により表示する時点の間に第１のデータを処理する処理部を設けてもよい。第２
のデータは、患者報告結果（PRO）、健康検査結果、および生理学的データから選択され
るデータを含んでもよい。
【００７９】
　医療装置使用の時刻および／または日付が記録されるように、システムが時計モジュー
ルにより第１のデータにタイムスタンプを押すように構成されていることが好ましい。患
者の生理的状態の時刻および／または日付が記録されるように、システムが時計モジュー
ルにより第２のデータにタイプスタンプを押すように構成されていることが好ましい。第
１のデータおよび第２のデータの双方にタイプスタンプを押すのが理想的である。好まし
い実施形態において、第１のデータ入力装置は第１のデータにタイムスタンプを押し、第
２のデータ入力装置は第２のデータにタイムスタンプを押す。「タイムスタンプを押した
」という用語は、データを入力した時刻および／または日付のログを取ることを指す。例
えば、第１のデータ入力装置は、各投与の時刻および／または日付のログを取るように構
成されていてもよい。任意選択で、第２のデータ入力装置は、それぞれの患者報告結果（
PRO）、健康検査結果、および生理学的データの時刻および／または日付のログを取るよ
うに構成されていてもよい。
【００８０】
　表示部は、第１のグラフィック表示および第２のグラフィック表示を共通の時間軸上に
表示するように構成されていることが好ましい。時間軸は時間のプロットである。有利な
ことに、これによりユーザ、具体的には健康管理専門職は規定された時間推移にわたって
第１の処理データと第２のデータの間に相関関係が存在するか否かを判断することができ
る。相関関係は、治療計画の有効性、例えば投与計画を監視するために用いることができ
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る。例えば、ユーザは治療計画に対する順守度が患者の生理的状態に対して良好な効果を
有するか否かを判断することができる。特定の実施形態では、治療計画は予め定められる
。ユーザインタフェース装置は、表示部に第１のグラフィック表示および第２のグラフィ
ック表示を同時に表示するように構成されていることが好ましい。
【００８１】
　ユーザインタフェース装置の表示部は第１のグラフィック表示と第２のグラフィック表
示を重ね合わせるように構成されていることが好ましい。有利なことに、これによりオペ
レータは第１のグラフィック表示および第２のグラフィック表示を合わせて見ることがで
きる。したがって、第１のグラフィック表示と第２のグラフィック表示の間の考えられ得
る相関関係を迅速かつ明確に見て取ることができる。
【００８２】
　ユーザインタフェース装置の表示部は、第１の処理データを第１のグラフィック表示と
して表示するように構成されていることが好ましい。表示部は第２のデータを第２のグラ
フィック表示として表示するように構成されていることが好ましい。有利なことに、これ
によりオペレータは第１の処理データおよび／または第２のデータにおける変化を見て取
ることができる。任意選択で、第１の処理データおよび第２のデータにはタイムスタンプ
を押してある。本実施形態において、第１の処理データおよび第２のデータは、時間軸を
有するグラフ上にプロットすることができる。第１の処理データおよび第２のデータは、
対応する時間軸上にプロットされるのが理想的である。
【００８３】
　第１のグラフィック表示は、第２のグラフィック表示の上または下に重ね合わせてもよ
い。
【００８４】
　グラフィック表示を表示するユーザインタフェース装置は、処理部、医療装置、第１の
データ入力装置、および第２のデータ入力装置から選択される他の装置から物理的および
地理的に離れていてもよい。「物理的に離れている」という用語は、１つ以上の物品に物
理接触が生じないことを意味する。「地理的に離れている」という用語は、１つ以上の物
品が異なる地理的位置、例えば異なる建物、場所、村、町、都市、国にあることを意味す
る。一般に、「離れている」という用語は、物理に離れていること、場合によっては地理
的に離れていることを意味する。表示部を上述の１つ以上の装置から物理的・地理的に離
すことは有利である。離すことにより、患者でないオペレータが患者から地理的に離れて
いる場合には、オペレータがデータを見ることができるからである。オペレータは、看護
担当者、例えば健康管理専門家もしくは現場看護師、または健康管理費を支払う者、例え
ば健康保険会社であってもよい。健康管理専門家は医師または看護師であってもよい。
【００８５】
　表示部を含むユーザインタフェース装置は、看護担当者が操作する携帯電話（例えばス
マートフォン）またはコンピュータ（例えば、デジタルタブレットもしくはPC）であって
もよい。典型的には、現場看護師は携帯電話で第１のデータを第２のデータと比較するこ
とができる。典型的には、医師は手術中にPCで第１の処理データを第２のデータと比較す
ることができる。典型的には、健康保険会社は事務所のPCで第１の処理データを第２のデ
ータと比較することができる。第１の処理データを第２のデータと比較することにより、
看護担当者は第１の処理データと第２のデータの間に相関関係が存在するか否かを判断す
ることができる。相関関係は、治療計画の有効性を監視するために用いることができる。
また、表示部のオペレータは患者であってもよい。本実施形態において、表示部は、処理
部、医療装置、第１のデータ入力装置、および第２のデータ入力装置から選択される装置
から物理的に離れていてもよい。あるいは、表示部、第１のデータ入力装置、および第２
のデータ入力装置は１つの同一装置であってもよい。本実施形態のさらなる変更形態にお
いて、表示部、医療装置、第１のデータ入力装置、および第２のデータ入力装置は１つの
同一の装置であってもよい。有利なことに、患者は表示部で第１の処理データを第２のデ
ータと比較することができる。表示部は携帯電話（例えばスマートフォン）またはコンピ
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ュータ、例えばPCもしくはデジタルタブレットから選択される。第１の処理データを第２
のデータと比較することにより、患者は、第１の処理データと第２のデータの間に相関関
係が存在するか否かを判断することができる。相関関係は治療計画の有効性を監視するた
めに用いることができる。
【００８６】
　処理部は、医療装置、第１のデータ入力装置、第２のデータ入力装置、および表示部を
備えるユーザインタフェース装置を含むシステムの他のハードウェア要素から物理的およ
び地理的に離れていてもよい。有利なことに、これにより第１のデータおよび第２のデー
タを安全な場所にある処理部で保存および／または処理することができる。これによりデ
ータの安全性を向上させる。好ましい実施形態において、処理部はサーバシステム内にあ
る。
【００８７】
　第１のデータ、第１の処理データ、および第２のデータは暗号化されていることが好ま
しい。有利なことに、これによりデータの安全性を向上させる。
【００８８】
　一実施形態において、処理部は、無線通信技術（WTT）を含む１つ以上の医療装置接続
局を介して第１のデータ入力装置および／または第２のデータ入力装置および／または表
示部を含むユーザインタフェース装置と通信するように構成されている。一実施形態にお
いて、医療装置接続局は、携帯電話ネットワーク、例えば汎欧州デジタル移動電話方式（
GSM）またはユニバーサル移動体通信システム（UMTS）に接続するための加入者識別モジ
ュールカード（simカード）を備える。
【００８９】
　一実施形態において、医療装置接続局は、処理部、医療装置、第１のデータ入力装置、
第２のデータ入力装置、および表示部を含むユーザインタフェース装置から選択される他
の装置から物理的に離れていてもよい。医療装置接続局は、医療装置が接続することがで
きる基材であってもよい。
【００９０】
　医療装置接続局は、赤外線通信、無線周波通信、または電気的通信により医療装置と通
信してもよい。したがって第１のデータおよび／または第２のデータは、赤外線通信、無
線周波通信、または電気的通信により医療装置から医療装置接続局に通信することができ
る。有利な実施形態において、医療装置接続局は、携帯電話通信ネットワークを介してデ
ータを処理部に送信することを可能にするWTT送信機である。
【００９１】
　一実施形態において、医療装置は、第１のグラフィック表示および第２のグラフィック
表示を生成するように構成されている少なくとも１つの処理部を備える。
【００９２】
　一実施形態において、医療装置接続局は、コンピュータ、例えば患者のPCまたはデジタ
ルタブレットの形態のユーザインタフェース装置に接続する。接続は無線であってもよく
、または有線接続、例えばUSB接続であってもよい。送信機は、第１のデータおよび／ま
たは第２のデータをこのコンピュータに送信してもよい。その後、コンピュータは、第１
のデータおよび／または第２のデータを処理部に送信してもよい。コンピュータはインタ
ーネット接続を介してデータを送信してもよい。
【００９３】
　一実施形態において、第１のデータ入力装置は医療装置に組み込まれ、これにより医療
装置は第１のデータを取得することができる。医療装置は、投与する薬物の種類、薬物投
与量、投与方法、投与時刻、投与の日付、および投与の頻度から選択されるデータを記録
し、任意選択で、これらのデータから所定の治療計画に対する順守度を計算することがで
きる。医療装置は、医療装置接続局を介してサーバシステム内の処理部と通信することが
できる。あるいは、医療装置は無線送信機、具体的にはWTT送信機を組み込むことができ
る。
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【００９４】
　第２のデータ入力装置は携帯電話（例えばスマートフォン）またはコンピュータ、例え
ばPCもしくはデジタルタブレットであってもよい。患者は第２のデータを自身の携帯電話
またはコンピュータに入力することができ、第２のデータは患者の生理的状態に関連する
。本実施形態において、医療装置は第２のデータ入力装置（例えば、携帯電話またはコン
ピュータ）から物理的に離れている。有利なことに、携帯電話またはコンピュータを第２
のデータ入力装置として用いることにより、医療装置はハードウェアをあまり必要とせず
、したがって医療装置および第２のデータ入力装置が１つの同一装置である場合よりも軽
量で小さい。
【００９５】
　別の実施形態において、第１のデータ入力装置、第２のデータ入力装置、さらに必要な
ら送信機は単一の装置に組み込まれる。この単一の装置は携帯電話（例えばスマートフォ
ン）またはコンピュータであることが好ましい。コンピュータはPCまたはデジタルタブレ
ットであってもよい。本実施形態において、医療装置は、第１のデータ入力装置、第２の
データ入力装置、および送信機（例えば、携帯電話またはコンピュータ）から物理的に離
れている。有利なことに、これにより医療装置を例えば単回使用の投与のために、より容
易な使い捨て式にすることができる。有利なことに、第１のデータおよび第２のデータは
同一のユーザインタフェース装置に入力することができる。
【００９６】
　一実施形態において、ユーザインタフェース装置、例えば携帯電話またはコンピュータ
は、医療装置が有する標識により医療装置、例えば単回使用の使い捨て医療装置と通信す
るように構成されている。標識は近距離無線通信（NFC）チップおよび／またはQRコード
であるのが理想的である。医療装置は、NFC送信機およびQRコード読み取り機をそれぞれ
備えた携帯電話またはコンピュータに近接または当接してもよい。これにより電話または
コンピュータによる標識が識別できる。有利なことに、携帯電話またはコンピュータは、
個々の医療装置を識別するように構成されている。したがって携帯電話またはコンピュー
タは、第１のデータ、第２のデータ、および医療装置を識別するデータから選択されるデ
ータを取得することができ、このデータをサーバシステムに送信することができる。
【００９７】
　別の実施形態において、医療装置、第１のデータ入力装置、および第２のデータ入力装
置は、同一の装置に組み込まれる。したがって医療装置は、第１のデータおよび第２のデ
ータを取得するように構成されていてもよい。有利には、患者はデータを単一の装置に入
力するだけでよい。これは携帯電話またはコンピュータを用いることを希望しない患者に
有益である。医療装置は送信機も備えてよく、この場合に医療装置は、第１のデータおよ
び第２のデータを医療装置から物理的または地理的に離れた処理部に送信するように構成
されている。あるいは送信機は、医療装置が接続することができる基材であってもよい。
有利には、送信機はWTT送信機であってもよい。さらに任意選択で、追加の第２のデータ
、例えば健康検査の結果は、追加の第２のデータ入力装置、例えば患者に属するコンピュ
ータによって取得してもよい。
【００９８】
　医療装置は薬物を患者に提供する装置であってもよい。医療装置は注射装置、例えば皮
下注射装置、静脈注射装置、または筋肉内注射装置であってもよい。医療装置は電子医療
装置または機械装置であってもよい。医療装置は電子皮下注射装置であることが好ましい
。
【００９９】
　あるいは、医療装置は錠剤提供装置、吸入器、または局所投与装置、例えば噴霧式投与
装置であってもよい。
【０１００】
　本発明の具体的な態様において、患者ケアシステム、治療計画の有効性または治療を監
視する方法は、多発性硬化症、成長ホルモン分泌不全、関節リウマチ、若年性関節リウマ
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チ、乾癬、尋常性乾癬、クローン氏病、若年性クローン氏病、喘息、乾癬性関節炎、潰瘍
性大腸炎、全身性エリテマトーデス、強直性脊椎炎、および乳癌の群から選択される疾病
用である。
【０１０１】
　本発明の具体的な態様において、患者ケアシステム、治療計画の有効性または治療を監
視する方法は、老人性うつ病を患う患者用である。
【０１０２】
　本発明の具体的な態様において、患者ケアシステム、治療計画の有効性または治療を監
視する方法は、疲労感を患う患者用である。
【０１０３】
　「データ」という用語は、第１のデータおよび／もしくは第２のデータ、ならびに／ま
たは第１の処理データを記載するために用いられている。必要なら、「データ」という用
語は、以下にさらに定義される第３のデータおよび／または第４のデータを記載するため
にも用いてもよい。
【０１０４】
　第１のデータ
　一実施形態において、第１のデータは、投与する薬物の種類、薬物投与量、投与方法、
投与時刻、投与の日付、および投与の頻度から選択されるデータに関する。
【０１０５】
　本発明の好ましい実施形態において、システムは、第１のデータを処理するように構成
されている処理部を備える。本発明の好ましい実施形態において、方法は、第１のデータ
を処理して第１の処理データを生成する工程をさらに含む。第１の処理データは、所定の
治療計画に対する順守度に関する。
【０１０６】
　本発明のシステムまたは方法は、第３のデータをさらに含んでもよい。第３のデータは
、所定の治療計画を含む。第３のデータは、所定の種類の薬物、所定の薬物投与量、所定
の種類の投与、所定の投与時刻、所定の投与の日付、および所定の投与の頻度から選択さ
れるデータを含んでもよい。
【０１０７】
　第１の処理データは、所定の治療計画に対する順守度に関連するデータを含んでもよく
、このデータは治療計画順守度データと呼んでもよい。治療計画順守度データは、所定の
治療計画データと実際の治療計画データの間の相関関係である。所定の治療計画は、ケア
提供者、例えば医師が予め定めることができる。一実施形態において、表示部は、第１の
処理データ（治療計画順守度データ）および第２のデータ（患者の生理的状態）を表示す
る。
【０１０８】
　したがって処理部は、第１のデータを処理することによって所定の治療計画に対する順
守度を算出するように構成されている。第１の処理データは、第１のデータを第３のデー
タと比較することによって算出される。換言すれば、所定の治療計画に対する順守度は、
実際の治療計画データを所定の治療計画データと比較することによって算出される。
【０１０９】
　所定の治療計画は、処方治療計画と呼んでもよい。
【０１１０】
　したがって１００％の順守度は、患者が所定の治療計画を完全に順守したことを示すが
、１００％より低い順守度は、患者が所定の治療計画を完全には順守せず、例えば患者が
処方された全ての投与量を注入しなかった可能性があることを示す。
【０１１１】
　ユーザインタフェース装置表示部は、第１の処理データを第３のデータ（すなわち所定
の治療計画）に対する順守度の割合として表示することができる。割合はグラフとして表
示してもよい。したがって一実施形態において、表示部は第１の処理データのグラフを表
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示する。
【０１１２】
　ユーザインタフェース装置表示部は、第１の処理データおよび第２のデータを共通の時
間軸上にグラフィック表示するように構成されているのが好ましい。有利なことに、これ
によりオペレータは、所定の治療計画に対する順守度と患者の生理的状態との間に相関関
係が存在するか否かを判断することができる。ユーザインタフェース装置の表示部は、第
１の処理データおよび第２のデータを同時に、例えば互いに並べて、あるいは互いに重ね
合わせて表示するように構成されているのが理想的である。
【０１１３】
　所定の治療計画（すなわち、第３のデータ）は、所定の種類の薬物、所定の薬物投与量
、所定の投与方法、所定の投与時刻、所定の投与の日付、および所定の投与の頻度から選
択されるデータを含んでもよい。したがって所定の治療計画データは、時間情報および／
または日付情報を含む。
【０１１４】
　実際の治療計画データ（すなわち、第１のデータ）は、投与する薬物の種類、薬物投与
量、投与の種類、投与時刻、薬物投与の日付、および薬物投与の頻度から選択されるデー
タを含んでもよい。実際の治療計画データ（すなわち、第１のデータ）には、例えば時計
モジュールによってタイムスタンプを押してもよい。タイムスタンプを押したこの第１の
データの処理により、タイムスタンプを押した第１の処理データをもたらす。
【０１１５】
　処理部は、タイムスタンプを押した第１のデータを第３のデータ中に含まれる時刻情報
／日付情報と比較するように構成されている。
【０１１６】
　投与方法は、注射、例えば皮下注射、静脈注射、筋肉内注射であってもよく、投与方法
は、皮下注射であることが好ましい。別の実施形態において、投与方法は経口投与または
局所投与である。
【０１１７】
　第１のデータ入力装置は、スマートフォンアプリケーションソフトウェアを含む携帯電
話またはウェブベースのアプリケーションソフトウェアを含むコンピュータの形態のユー
ザインタフェース装置であってもよく、この場合にアプリケーションソフトウェアは、第
１のデータを取得するように構成されている。
【０１１８】
　投与計画は治療計画の一形態である。
【０１１９】
　第２のデータ
　一実施形態において、第２のデータは、患者報告結果（PRO）、健康検査結果、および
生理学的データから選択されるデータを含む。有利には、第２のデータはPROを含んでも
よい。
【０１２０】
　患者報告結果（PRO）は、臨床的検証アンケートに対する回答である。アンケートは、
患者の全体としての健康、疼痛、認識力、疲労感、膀胱の状態、腸の状態、性的満足、視
力障害、心の健康、感情および情緒、うつ病、睡眠、ならびに他の健康上の基準から選択
される基準のレベルを評価することができる質問を含む。アンケートは、患者にスライド
方式による基準の1つ以上で得点することを要求してもよい。
【０１２１】
　健康検査は、運動検査、歩行検査、視力検査、および／または認知力検査を含む。これ
らの検査は、患者が自宅でコンピュータおよび検査装置、例えばコンピュータ接続、例え
ば無線周波接続（例えば、Bluetooth（登録商標）またはWi-Fi）された動きセンサを用い
て行ってもよい。
【０１２２】
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　生理学的データとしては、患者の体温、血圧、心拍数、皮膚電気反応活動、呼吸活動、
血糖レベル、脳の活動、眼球運動、筋肉運動、および身長（成長ホルモン治療の場合）が
挙げられるが、これらに限定されない。システムは身長測定装置を備えてもよい。
【０１２３】
　第２のデータは事実に基づいている。
【０１２４】
　第２のデータ入力装置は、スマートフォンアプリケーションソフトウェアを含む携帯電
話またはウェブベースのアプリケーションソフトウェアを含むコンピュータの形態のユー
ザインタフェース装置であってもよく、この場合にアプリケーションソフトウェアは、第
２のデータを取得するように構成されている。
【０１２５】
　第３のデータ
　医療装置、コンピュータ、携帯電話、またはサーバは、第３のデータを含んでもよい。
第３のデータは所定の治療計画を含む。第３のデータは、所定の種類の薬物、所定の薬物
投与量、所定の種類の投与、所定の投与時刻、所定の投与の日付、および所定の投与の頻
度から選択されるデータを含んでもよい。有利なことに、医療装置、コンピュータまたは
携帯電話は、所定の治療計画を実施するようにユーザに通知し、または指示することがで
きる。
【０１２６】
　第４のデータ
　第４のデータも医療装置、ユーザインタフェース装置、例えばコンピュータまたは携帯
電話に入力してもよい。第４のデータは、ケア提供者との予約の日付および時刻を含む。
有利には、医療装置またはユーザインタフェース装置は、患者に予約について通知する報
知を提供するように構成されていてもよい。
【０１２７】
　データ入力
　第１のデータは、第１のデータ入力装置に手動で入力してもよい。例えば、第１のデー
タ入力装置は、ユーザインタフェース、例えばタッチスクリーン、キーボード、またはコ
ンピュータマウスを有してもよい。患者は、ユーザインタフェースを介してデータを第１
のデータ入力装置に入力してもよい。ユーザインタフェースはタッチスクリーンであるこ
とが好ましい。第１のデータ入力装置は、タッチスクリーンを備えた医療装置または携帯
電話であるのが理想的である。
【０１２８】
　第１のデータは、第１のデータ入力装置によって検出することができる。例えば、第１
のデータ入力装置は、投与する薬物の種類、薬物投与量、投与方法、投与時刻、投与の日
付、および投与の頻度から選択されるデータを自動的に取得するように構成されている医
療装置であってもよい。
【０１２９】
　第２のデータは、第２のデータ入力装置に手動で入力してもよい。例えば、第２のデー
タ入力装置は、ユーザインタフェース、例えばタッチスクリーン、キーボード、またはコ
ンピュータマウスを有してもよい。患者は、ユーザインタフェースを介してデータを第２
のデータ入力装置に入力してもよい。ユーザインタフェースはタッチスクリーンであるこ
とが好ましい。第２のデータ入力装置は、タッチスクリーンを有する医療装置または携帯
電話であるのが理想的である。
【０１３０】
　第２のデータは、第２のデータ入力装置、例えばセンサによって検出することができる
。センサは、脳波記録（EEG）センサ、心電図記録（ECGまたはEKG）センサ、皮膚面セン
サ、電子または映像眼球運動記録センサ、呼吸センサ、血糖センサ、動きセンサ、視覚セ
ンサ、および高さセンサから選択することができる。センサは、無線周波接続（例えば、
Bluetooth（登録商標）またはWifi）により第２のデータ入力装置にデータを送信するこ



(25) JP 2018-514026 A 2018.5.31

10

20

30

40

50

とができる。第２のデータは、複数の第２のデータ入力装置に入力してもよい。
【０１３１】
　データの保存および処理
　好ましい実施形態において、システムは、遠隔からアクセス可能なサーバシステムに組
み込まれた第１のデータおよび／または第２のデータを処理するデータ処理部を含む。サ
ーバシステムは、第１のグラフィック表示および第２のグラフィック表示を生成して表示
部に送信するように構成されている。
【０１３２】
　好ましい実施形態において、サーバシステムは、第１のデータ、第１の処理データ、お
よび／または第２のデータを保存するためのデータベースを含む。
　一実施形態において、サーバシステムは医療装置、ならびに第１のデータ入力装置、第
２のデータ入力装置、および表示部として動作するシステムのユーザインタフェース装置
から物理的および地理的に離れている。有利なことに、これによって、役割および機能に
よって異なるユーザがアクセスできる情報の範囲および種類に応じてデータを安全な場所
にあるサーバに保存／または処理することができる。これによりデータの広範なアクセス
性および安全性を向上させ、さらに経時的なデータ収集を可能にする。この収集を、疾病
に対する治療の効果についてより深い理解を得るために用いてもよい。
【０１３３】
　一実施形態において、医療装置は、第１のデータおよび／または第２のデータをオフラ
インで保存するように構成されているデータ保存モジュールを備える。第１のデータおよ
び／または第２のデータはその後、医療装置のオペレータに都合がよいときにサーバシス
テムに送信することができる。したがって、ある期間、例えば日、週、月、例えば最大で
１２か月にわたって収集されたデータをサーバシステムに同時に送信することができる。
【０１３４】
　データの表示
　ユーザインタフェース装置表示部は、第１の処理データおよび第２のデータを表示する
ように構成されており、それによりオペレータは第１の処理データを第２のデータと比較
することができる。有利なことに、これによりオペレータは、第１の処理データと第２の
データの間に相関関係が存在するか否かをより便利に判断することができる。
【０１３５】
　好ましい実施形態において、第１の処理データは、ダイアグラム、好ましくは第１のグ
ラフとして表示することができる。同様に、第２のデータは、ダイアグラム、好ましくは
第２のグラフとして表示することができる。有利には、第１のグラフおよび第２のグラフ
を同時に表示することができる。例えば、第１のグラフおよび第２のグラフを互いに隣り
合わせで表示し、あるいは互いに重ね合わせることができる。あるいは、第１の処理デー
タおよび第２のデータをカレンダー、例えば日毎、週毎、または月毎のカレンダーの形式
で表示することができる。
【０１３６】
　通信ネットワーク
　データは、携帯電話ネットワークとしても知られる無線通信技術（WTT）ネットワーク
、固定電話ネットワーク、インターネットネットワーク、およびローカルコンピュータネ
ットワーク、例えば様々な通信プロトコル、ならびにWiFiおよびイーサネット等の手段を
含むイントラネットワークから選択される通信ネットワークを介してシステム内で送信さ
れる。
【０１３７】
　多くの実施形態において、データは、これらのネットワークのうちの１つ以上を介して
送信することができる。例えば、第１のデータ入力装置は、携帯電話ネットワークを介し
て第１のデータをコンピュータに送信することができる。次に、コンピュータは、インタ
ーネットネットワークによってデータをサーバシステムに転送することができる。例えば
、第２のデータ入力装置は、携帯電話ネットワークを介して第２のデータをサーバに送信
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することができる。例えば、サーバシステムは、インターネットネットワークを介して第
１の処理データおよび第２のデータを表示部に送信することができる。
【０１３８】
　有利には、各装置間のデータ送信は無線であってもよい。
【０１３９】
　医療装置
　医療装置は、患者に対する治療の管理、具体的には治療薬の投与のためのものである。
本発明の一態様において、治療は、多発性硬化症の治療、例えばインターフェロンベータ
-１a、例えばRebif（登録商標）またはAvonex（登録商標）による治療である。本発明の
別の態様において、治療は、成長ホルモン分泌不全の治療、例えば遺伝子組換えヒト成長
ホルモン、例えばSaizen（登録商標）による治療である。
【０１４０】
　一実施形態において、医療装置は注射装置、例えば皮下注射装置、静脈注射装置、また
は筋肉内注射装置である。
【０１４１】
　装置は電子皮下注射装置、例えばRebismart（登録商標）、Rebidose（登録商標）、ま
たはEasypod（登録商標）として商業的に知られた種類のものであることが好ましい。Reb
ismart（登録商標）は、多発性硬化症の治療用のRebif（登録商標）を投与する。Rebidos
e（登録商標）は、多発性硬化症の治療用のRebif（登録商標）を投与する使い捨て式の医
療装置である。Easypod（登録商標）は、成長ホルモン分泌不全の治療用のSaizen（登録
商標）を投与する。
【０１４２】
　一実施形態において、多発性硬化症治療用の医療装置は、第１のデータ入力装置を組み
込む。有利なことに、これは多発性硬化症治療用の医療装置が第１のデータを取得できる
ことを意味する。本実施形態において、多発性硬化症治療用の医療装置は、所定の治療計
画に対する順守度、投与する薬物の種類、薬物投与量、投与方法、投与時刻、投与の日付
、および投与の頻度から選択されるデータを記録することができる。
【０１４３】
　多発性硬化症治療用の医療装置は送信機を介してサーバと通信することができる。
【０１４４】
　送信機は、多発性硬化症治療用の医療装置が接続される基材であることが好ましい。多
発性硬化症治療用の医療装置は、赤外線接続、無線周波接続、または電気的接続により送
信機と通信するように構成されていてもよい。送信機は無線送信機であるのが理想的であ
る。
【０１４５】
　成長ホルモン分泌不全治療用の医療装置は、多発性硬化症治療用の医療装置と同様に動
作することができる。
【０１４６】
　多発性硬化症または成長ホルモン分泌不全の治療用の医療装置は、第２のデータ入力装
置と共に用いることができる。第２のデータ入力装置は、携帯電話またはコンピュータ、
例えばデータを取り込んで処理するクライアント側アプリケーションソフトウェアを含む
PCまたはデジタルタブレットであってもよい。本実施形態において、第２の送信機および
携帯電話またはコンピュータは、同一の装置に組み込まれている。したがって、患者は第
２のデータを自身の携帯電話またはコンピュータに入力することができ、この場合に第２
のデータは、患者の生理的状態に関連する。本実施形態において、多発性硬化症または成
長ホルモン分泌不全の治療用の医療装置は、第２のデータ入力装置（例えば、携帯電話ま
たはコンピュータ）から物理的に離れている。有利なことに、携帯電話またはコンピュー
タを第２のデータ入力装置として用いることは、多発性硬化症または成長ホルモン分泌不
全の治療用の医療装置がハードウェアをあまり必要とせず、したがって医療装置および第
２のデータ入力装置が１つの同一装置である場合よりも軽量で小さいことを意味する。
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【０１４７】
　別の実施形態において、多発性硬化症または成長ホルモン分泌不全の治療用の医療装置
は使い捨て式であり、第１のデータ入力装置および第２のデータ入力装置、ならびに送信
機から物理的に離れている。本実施形態において、第１のデータ入力装置、第２のデータ
入力装置、および送信機は、同一の装置、例えば、データを取り込んで処理するクライア
ント側アプリケーションソフトウェアを含む携帯電話またはコンピュータに組み込んでも
よい。第１のデータおよび第２のデータは、同一の携帯電話またはコンピュータに入力す
ることができ、これによりユーザの利便性を向上させる。
【０１４８】
　携帯電話またはコンピュータは、使い捨て式医療装置が有する標識を介して多発性硬化
症または成長ホルモン分泌不全の治療用の使い捨て式医療装置と通信するように構成され
ていることが好ましい。標識は近距離無線通信チップおよび／またはQRコードであるのが
理想的である。使い捨て式医療装置は、携帯電話またはコンピュータの形態のユーザイン
タフェース装置と当接または近接することができる。これにより電話またはコンピュータ
による標識が識別できる。有利なことに、携帯電話またはコンピュータは、個々の使い捨
て式医療装置を識別するように構成されているクライアント側アプリケーションソフトウ
ェアを含む。したがって携帯電話またはコンピュータは、第１のデータ、第２のデータ、
および医療装置を識別するデータを取得し、次にこのデータをサーバシステムに送信する
ことができる。
【０１４９】
　本発明の他の特徴および利点は、添付の図面を参照して以下の詳細な説明を読めば明ら
かになる。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】本発明の一実施形態による患者ケアシステムを示す模式図である。
【図２】本発明の一実施形態による患者ケアシステムのサーバシステムを示す模式図であ
る。
【図３】本発明の一実施形態による患者ケアシステムのサーバシステムにおける機能アー
キテクチャを示す模式図である。
【図４】本発明の一実施形態による患者ケアシステムにおけるサーバシステムのソフトウ
ェアシステム・コンテキストダイアグラムを示す模式図である。
【図５】本発明の一実施形態による患者ケアシステムのソフトウェア要素の模式図である
。
【図６】本発明の一実施形態による患者の治療順守を分析するために医師が用い得る複合
報告を例示する画面インタフェースを示す。
【図７ａ】本発明の一実施形態による医療装置を示し、医療装置接続局に接続した再利用
可能な医療装置を図示する。
【図７ｂ】本発明の一実施形態による医療装置を示し、単回使用の使い捨て医療装置を図
示する。
【図８ａ】本発明による患者ケアシステムの一実施形態の態様を示す簡易模式ブロック図
である。
【図８ｂ】本発明による患者ケアシステムの一実施形態の態様を示す簡易模式ブロック図
である。
【図８ｃ】本発明による患者ケアシステムの一実施形態の態様を示す簡易模式ブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【０１５１】
　以下の説明では、本発明の例示的な実施形態において、治療の有効性を監視または評価
するための患者ケアシステムおよび方法は、多発性硬化症または成長ホルモン分泌不全の
治療を目的とする。本発明は、他の疾病、例えば関節リウマチ、若年性関節リウマチ、乾
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癬、尋常性乾癬、クローン氏病、若年性クローン氏病、喘息、乾癬性関節炎、潰瘍性大腸
炎、全身性エリテマトーデス、強直性脊椎炎、および乳癌の治療にも応用することができ
る。
【０１５２】
　図１に示すように、本発明による患者ケアシステムは、患者に対する治療を管理する医
療装置１、サーバシステム６、ユーザインタフェース装置１８、また実施形態に応じて医
療装置接続局２を備える。サーバシステム６は、患者ケアおよび付随するサービスに関連
する情報を処理および／または保存するように構成されており、そのような情報は、通信
ネットワーク１６、具体的にはインターネット７等の広域コンピュータネットワークを介
して送受信される。通信ネットワークは、無線通信伝送（WTT）ネットワーク、例えば、
携帯電話ネットワーク３、およびユーザ１５とサーバシステム６との間の直接のポイント
・ツー・ポイント通信をさらに含んでもよい。
【０１５３】
　ユーザとしては、患者および健康管理専門職（HCP）、具体的には医師および看護師が
挙げられる。ユーザには、例えば現場看護師を含む患者支援組織（PSO）をさらに含み得
る。支援組織の他の例としては、地域支援グループ、類似の患者コミュニティー、および
薬物療法提供の場所に関する情報が挙げられる。ユーザにはシステムアドミニストレータ
、健康保険団体、健康サービス供給者、薬物の製造者および供給者、薬局、ならびに健康
サービス支払人のうちの１つ以上をさらに含み得る。HCPは、システム内の患者関連情報
を管理する。この役割により患者のエントリを作成し、システム内の患者関連データを管
理および監視して患者に対するより良い治療およびケアを可能にする。システムアドミニ
ストレータは、ユーザ、役割および機能、ならびに他のマスタデータを作成することを含
むアプリケーションソフトウェアのシステム関連機能の管理を担当する。現場看護師の役
割は、HCPの役割に類似する場合があり、全ての患者データを管理することができる。典
型的には、現場看護師は、モバイルユーザインタフェース装置、例えばコンピュータタブ
レットまたはスマートフォンを用いてアプリケーションソフトウェアにアクセスすること
ができる。現場看護師は、例えば予約をスケジューリングし、患者と面談し、患者から情
報を収集することができる。
【０１５４】
　ユーザインタフェース装置は、ディスプレイおよびサーバシステム６または医療装置接
続局と通信するための手段を備えてもよく、パーソナルコンピュータ１８ａ、コンピュー
タタブレット１８ｂ、携帯電話装置１８ｃ、またはサーバシステム６もしくは医療装置接
続局と通信するためのグラフィカルユーザインタフェースおよび手段を有する他の電子計
算装置を備えてもよい。
【０１５５】
　ユーザインタフェース装置は、実施形態に応じて、患者がサーバシステムまたは医療装
置接続局に接続するために別のユーザインタフェース装置を必要とすることがないように
医療装置１内に統合してもよい。クライアントアプリケーションソフトウェアプログラム
を医療装置および／またはユーザインタフェース装置にインストールしてもよく、クライ
アントアプリケーションプログラムは、サーバシステム６または医療装置接続局２との接
続を確立し、サーバシステムまたは医療装置接続局との間それぞれでデータの送受信を管
理するように構成されている。
【０１５６】
　医療装置接続局２は、変更形態に応じて様々な構成を有してもよい。一変更形態におい
て、医療装置接続局２を、医療装置とユーザインタフェース装置、例えば健康管理専門職
１５ｂのユーザインタフェース装置の間で、それに加えてあるいはその代わりに通信ネッ
トワーク１６を介してサーバシステム６との間で情報通信するように機能する通信インタ
フェース装置として構成してもよい。医療装置接続局は、別の変更形態において、医療装
置からの生データを情報に適した形式に処理してユーザインタフェース装置を介してユー
ザ１５にまたはサーバシステム６に送るように構成されているプロセッサおよびソフトウ
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ェアをさらに備えてもよい。医療装置接続局は、医療装置の接続インタフェースを補完す
る接続インタフェースを備える。この接続インタフェースは、直接の電気的接触、例えば
、USB接続または様々な無線通信システム、具体的には近距離無線通信システムを備えて
もよい。近距離無線通信システムは、既知の様々な通信プロトコル、例えば赤外線、Blue
tooth、Zigbee、および他の無線周波（ＲＦ）通信プロトコルで動作することができる。
【０１５７】
　本発明の範囲において、医療装置には、再利用可能な注入装置、使い捨て注入装置、移
植可能な薬物送達装置、使い捨て皮内装置、およびコンテナまたは包装からある薬物用量
が除かれると感知する電子コンテナまたはブリスタ包装における固形薬剤、例えば経口送
達用丸薬または座薬の電子可読包装が含まれる。
【０１５８】
　サーバシステム６とユーザ１５との間における医療装置１および／または医療装置接続
局２、および／またはユーザインタフェース装置１８を介したデータ送信は、例えば、パ
ブリックキー／プライベートキーのペアによる暗号化手段、対称暗号化手段、またはそれ
自体既知の他の暗号化手段を用いて暗号化されていることが好ましい。
【０１５９】
　データは、サーバシステム６内に部外秘なものとして保存され、各種のユーザおよびユ
ーザIDに割り当てられたアクセス権の機能として様々なユーザ１５ａ、１５ｂ、１５ｃ、
１５ｄに容易かつ確実にアクセスできるように処理・分類される。患者に関する医療情報
は、患者１５ａおよび医師１５ｂ、または場合によっては患者支援組織１５ｃの承認済み
構成員、例えば現場看護師にはアクセス可能であるが、他のユーザにはアクセス可能では
ない。
【０１６０】
　サーバシステム６は、複数の物理的および／または仮想化サーバを通信ネットワーク１
６における単一の箇所または分散した複数の箇所に備えてもよい。したがって「サーバ」
の意味は、ハードウェアサーバ構成に依存するサーバソフトウェアを用いたハードウェア
サーバおよびハードウェアサーバ構成から独立した１つ以上のハードウェアサーバ要素に
インストールした仮想化サーバを包含する。サーバは、コンピュータネットワーク内に分
散した複数のサーバハードウェアおよび／またはソフトウェア要素によっても形成される
。
【０１６１】
　図１および２に示すように、利点を有する一実施形態において、サーバシステムは、ウ
ェブサーバ（HTTPサーバ）を含む通信サーバシステム６ａ、アプリケーションサーバシス
テム６ｂ、およびデータベース６ｃを備える。アプリケーションサーバシステムは、ユー
ザがアクセスできるオンラインサービスを処理するための情報サーバ、ユーザへの通知サ
ービスを処理するための通知サーバ、モバイル要素を取り扱うためのサーバ、ならびにロ
ーカル要素およびローカル装置からのデータロードサービスを処理するためのサーバを備
えてもよい。
【０１６２】
　サーバシステムの例
　一例において、本実施形態によるサーバシステムは、以下の特徴を備える。
　ハイパーテキストトランスファープロトコル（HTTP）サーバ
　●HTTPS要求またはHTTPS SOAP要求のみを可能にするファイアウォールによって保護し
た非武装化ゾーンにおけるApache HTTPウェブサーバであってもよい。他のプロトコルは
、HTTPサーバに到達することができない。ユーザ装置からの全要求は、セキュア・ソケッ
ト・レイヤ（SSL）を介することで、ユーザ装置とHTTPサーバの間の全ての通信が送信中
に確実に暗号化される。
　●患者または医療データは、HTTPサーバに存在しない。
　●HTTPサーバは、負荷分散されており、性能および高い利用可能性を提供する。ウェブ
サーバのうちの１つがいずれかの理由でダウンすると、システムの性能はワークロードが
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ピークにある場合に影響を受けることがあるが、システムは利用可能であり、ユーザ要求
を処理することができる。
　アプリケーションサーバ
　●高い利用可能性を提供するようにクラスタ化したJBossアプリケーションサーバあっ
てもよい。
　●JBossのクラスタ化は、セッション管理を扱う。
　通知要素のためのアプリケーションサーバ
　●JBossアプリケーションサーバは、例えば電子メールまたはショートメッセージサー
ビス（SMS）によって送信した通知を処理するための通知要素をホストする。このサーバ
は、クラスタ化する必要がない。ユーザからの要求を受信することがないからである。
　モバイル要素用のアプリケーションサーバ
　●JBossアプリケーションサーバは、高い利用可能性を提供するようにクラスタ化され
ているのが好ましい。
　ローカル要素およびローカル装置からのデータロードサービスのためのアプリケーショ
ンサーバ
　●JBossアプリケーションサーバは、高い利用可能性を提供するようにクラスタ化され
る。
　データベース
　●例えば、高い利用可能性を提供するようにクラスタ化したOracle（商標）Enterprise
 Editionデータベースであってもよい。
　●Oracle Advance Security Optionを用いて保存したデータのデータ暗号化を提供する
ことができる。
【０１６３】
　図３に示すように、本発明によるコンピュータ化した患者ケアシステムの例示的な実施
形態のプログラムアーキテクチャの機能図を示してある。プログラム機能は、プレゼンテ
ーションプログラム要素２１、ビジネスサービスプログラム要素２２、統合プログラム要
素２３、およびデータアクセスプログラム要素２４を備える。
【０１６４】
　プレゼンテーション要素は、ユーザのインタフェース装置、例えばユーザのインタフェ
ース装置に搭載されたネットワークブラウザからの要求および応答の管理を担当し、なら
びに、それぞれのユーザにプレゼンテーションを表示することを担当する。プレゼンテー
ション要素は、チャート２１ａ、報告２１ｂ、表示２１ｃ、装置情報２１ｄ、データエン
トリおよび検索２１ｅ、ならびに印刷２１ｆを表示することに特化している。
【０１６５】
　ビジネスサービス要素は、HCPおよびアドミニストレータユーザのために要求される全
ての機能の提供を担当する。ビジネスサービス要素は、データを処理してユーザに提供す
るビジネスロジックを保持する。ビジネスサービス要素は、ユーザに提供する機能に基づ
いてグループ化され、HCPサービス２２ａ、患者サービス２２ｂ、現場看護師サービス２
２ｃ、報告生成サービス２２ｄ、管理サービス２２ｅ、データロードサービス２２ｆ、リ
マインダーサービス２２ｇ、および共有サービス２２ｈを含む。共有サービスは、機能、
例えばログ作成、エラー処理、監査記録、キャッシュ、セキュリティ、および他の全ての
プログラムモジュールによって用いられる通知を提供する。
【０１６６】
　統合要素は、モバイルアプリケーションソフトウェア２３ａのためのウェブサービス、
EDSインタフェース２３ｂ、データアップロードサービス２３ｃ、電子メールおよびSMSイ
ンタフェース２３ｄを含む様々な外部インタフェース装置へのインタフェースの提供を担
当する。これらのプログラム要素は、以下を含み得る。
　●装置データをローカル要素およびWTTシステムからアップロードするプログラム。
　●患者データおよび関連データをモバイルアプリケーションソフトウェア（例えばiPad
（商標）アプリケーションソフトウェア）に提供するウェブサービス。
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　●現場看護師データおよび関連データをモバイルアプリケーションソフトウェア（例え
ばiPad（商標）アプリケーションソフトウェア）に提供するウェブサービス。
　●EDS（エンタープライズデータサービス）との統合。
　●電子メールゲートウェイの統合。
　●SMSゲートウェイの統合。
【０１６７】
　データアクセス要素は、データ保存およびデータベースからの取得を管理する機能を提
供し、HCP情報アクセスサービス２４ａ、患者情報アクセスサービス２４ｂ、現場看護師
情報アクセスサービス２４ｃ、およびアドミニストレータ情報アクセスサービス２４ｄを
含む。
【０１６８】
　図４は、コンテキストレベルにおけるユーザとサーバシステムの間のインタラクション
の例示的な実施形態を示す。本例において、患者１５ａ、健康管理専門職１５ｂ、現場看
護師１５ｃ、ならびにアドミニストレータおよびキー・アカウント・マネージャ（KAM）
１５ｄを含む様々なユーザは、具体的にはインターネット７等の通信ネットワーク１６を
介してサーバシステム６におけるアプリケーションソフトウェアに遠隔アクセスする。通
常、アドミニストレータおよびKAM、ならびに健康管理専門職は、例えば、デスクトップ
コンピュータの形態のユーザインタフェース装置１８を介してシステムにアクセスするこ
とができるが、患者および現場看護師は、通常はデスクトップのユーザインタフェース装
置およびスマートフォンまたはコンピュータタブレットの形態のモバイルユーザインタフ
ェース装置を介してシステムにアクセスすることができる。
【０１６９】
　モバイルユーザインタフェース装置においては、医療装置データは、サーバシステムに
おけるWTT遠隔サービスデータアップロードアプリケーションソフトウェア２６を用いて
、利用可能な移動通信システム、例えば汎用パケット無線サービス（GPRS）、ユニバーサ
ル移動体通信システム（UMTS）等を用いる無線通信ネットワーク３を介して医療装置から
直接にサーバシステム６にアップロードしてもよい。ユーザインタフェース装置がインタ
ーネット７を介してサーバシステムにアクセスすると、サーバシステムにおけるローカル
要素データロードサービスアプリケーションソフトウェア２８を介して医療装置データ、
具体的には医療装置内に保存した使用に関するデータもアップロードすることができる。
【０１７０】
　登録済みのユーザのみがサーバシステムにアクセスすることができる。ユーザは、全て
のユーザが利用可能な共有サービス部３０の一部を形成する認証・承認アプリケーション
プログラム３０ａによって認証される。ID、種類、それぞれの役割、および権限を含むユ
ーザデータは、サーバシステム、例えばデータベース６ｃに保存され、それぞれの役割お
よび権限に基づいてユーザは承認済み機能およびデータにアクセスすることができる。例
えば、患者の機密データは、HCPおよび患者のみが利用可能としてもよいが、サーバシス
テム管理機能は、システムアドミニストレータのみが利用可能としてもよく、キー・アカ
ウント・マネージャおよびシステムアドミニストレータのみが利用可能な構成を形成する
。
【０１７１】
　示した例において、データは、以下のようにサーバシステム６に入力される。
　●医療装置１は、医療装置接続局２における無線通信技術（WTT）による送信機を組み
込み、またはこれに接続されており、データ、具体的には医療装置使用データ、例えば注
入履歴データを、サーバシステムにおけるWTT遠隔サービスデータアップロードアプリケ
ーションソフトウェア２６を介して患者情報管理アプリケーションプログラム３２に直接
アップロードする。WTTモジュールは、データを受信し、検証が成功した後、データをオ
ンラインデータベース６ｃに保存する。
　●医療装置１は、直接または医療装置接続局２２を介してユーザインタフェース装置１
８に接続することができる。ユーザインタフェース装置は、情報をサーバシステム６に転
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送するためのローカル要素プログラム（クライアント側プログラム）３４を備える。ロー
カル要素プログラム３４は、医療装置使用データ、例えば注入履歴データを受信し、ハイ
パーテキストトランスファープロトコルセキュア（HTTPS）要求に対してローカル要素デ
ータアップロードサービスアプリケーションソフトウェア２８を介してサーバシステム６
にデータをアップロードする。ローカル要素データアップロードサービス応用ソフトウェ
ア２８は、アップロードしたデータを検証し、これをオンラインデータベース６ｃに保存
する。例えば、ローカル要素は、Spring（商標）Frameworkのhttpインボーカ機能を用い
てサーバシステムにおけるプログラムと通信することができ、医療装置通信局２は、Spri
ng（商標）ハイパーテキストトランスファープロトコル（HTTP）インボーカを用いてWTT
遠隔データアップロードサービスアプリケーションソフトウェア２６とも通信してもよい
。
　●ユーザ入力。HCP、アドミニストレータ、KAM（国ベースのキー・アカウント・マネー
ジャ）、患者、および現場看護師は、サーバシステムにログオンし、アプリケーションソ
フトウェアにおいて利用可能な様々な形式によって様々なタイプのデータフィールドをサ
ーバシステムに入力することができる。例えば、患者情報、医療装置関連性情報、および
臨床情報を、ユーザはアプリケーションソフトウェアに入力する。機密の特許情報は、暗
号化した形式でデータベース６ｃに保存され、HCPおよび現場看護師を含み得る承認済み
ユーザのみがアクセスできる。
【０１７２】
　例示的な実施形態において、オンラインモードで、ユーザインタフェース装置１８とサ
ーバシステム６における様々なウェブアクセス可能なサービスの間の通信は、HTTPSプロ
トコルを用いて確保してもよい。オフラインモードにおいて、医療装置は、ユーザがオフ
ラインである場合に医療装置使用データおよび他のデータを装置のデータベースに保存す
ることができるように使用に関するデータをローカルに保存するために用いるデータベー
ス（例えばSQLite）を備える。データベースは、例えば、ローカルのストレージにおける
データにJavaScript暗号化メカニズム（例えばＡＥＳ１２８）を用いることができる。ペ
ージはオフラインモードのユーザインタフェース装置１８で利用できる。ユーザは、オフ
ラインモードでアプリケーションソフトウェアにログオンするためにパスワードおよびユ
ーザIDを必要とする場合がある。このパスワードは、データの暗号化／復号化のためのキ
ーとして用いてもよい。
【０１７３】
　図示した例示的実施形態において、患者情報管理アプリケーションソフトウェア３２は
、例えば、データを入力するためのHTMLのビューおよびフォーム、ならびにユーザに対す
る患者装置についての様々なリストビューおよびフォームビュー表示情報を含むサーバシ
ステム６の出力のための様々なフォーマットの情報を生成する。
【０１７４】
　HTMLのビューおよびフォームは以下のようにさらに分類することができる。
　患者、HCP、および現場看護師が用いる患者関連の様々なリストビューおよびフォーム
ビュー情報は以下を含む。
　●プロファイル－エディット
　●リマインダー
　－順守閾値の設定
　－スケジュールリマインダー
　●患者報告
　－履歴概要図。HCPは選択した患者に対する注入履歴データのグラフィック表示を表示
することができる。
　－注入履歴リスト。HCPは、選択した患者のリストとして注入データを表示することが
できる。
　－注入履歴グラフ。HCPは、選択した患者の注入データのグラフィック表示を表示する
ことができる。
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　－注入履歴カレンダー表示。HCPは、選択した患者の注入データのカレンダー表現を表
示することができる。
　－順守データ報告書
　－結果報告書
　－複合報告書の作成。最も有利なことには治療計画に対する非順守の影響を評価する順
守および結果の複合報告書を含む上記の組み合わせ
　●患者装置
　－装置の設定。現在および過去の装置の設定に関する表示
　－装置の登録
　－装置の割り当て／未割り当て
　●カレンダー。患者および現場看護師専用。
　－表示日によるリマインダー、予約、事象
　●往診および注記
　－往診および注記の追加
　－往診および注記の編集
【０１７５】
　ユーザに対する患者装置についての様々なリストビューおよびフォームビュー表示情報
は、以下を含む。
　●装置管理。この機能により、ユーザが患者への装置割り当ておよび割り当て解除が可
能になる。
　●装置のアクティブ表示設定。この表示により、ユーザが特定の患者に装置の設定を表
示することができる。
【０１７６】
　サーバシステム出力は、印刷機能および制限データエクスポート機能をさらに含んでも
よく、それによりユーザは表示可能なデータを印刷することができる。例えば、
　●HCPは、患者の注入履歴データおよび装置の設定を、例えばコンマ区切り値ファイル
（CSV）としてシステムからエクスポートすることができる。
　●現場看護師は、患者の来院中にオフラインで使用するために患者予約情報をユーザイ
ンタフェース装置１８、例えばコンピュータタブレット１８ｂにダウンロードすることが
できる。このデータは暗号化され、ユーザインタフェース装置（１８）に搭載されている
ローカルオフラインデータベースに保存にされる。
【０１７７】
　図５に示すように、図４に関連して、本発明による患者ケアシステムのソフトウェア要
素は、以下のように分類することができる。
　ｉ．疾病管理３６
　このカテゴリは、疾病を管理するために用いるソフトウェア要素を備える。本発明の特
定の実施形態において、疾病とは神経変性疾患、具体的には多発性硬化症である。これら
は、医療装置３６ａの構成および使用、薬物３６ｂ、療法３６ｃ、および薬物投与３６ｄ
、例えば注入に関連するソフトウェア要素である。
　ｉｉ．患者情報管理３２
　このカテゴリは、患者、特定の実施形態において多発性硬化症患者に関する情報管理に
用いるソフトウェア要素を含む。これらは、診療３２ａ、医療・治療のための往診３２ｂ
、患者の同意３２ｅ、患者データ３２ｃ、治療結果３２ｄ、患者とHCPへの報告３２ｆ、
およびカレンダー３２ｇのソフトウェア要素に関連する情報を含む。
　ｉｉｉ.システム構成と管理３８
　このカテゴリは、患者ケアシステム全体に用いる機能の構成と管理に用いるソフトウェ
ア要素を含む。これらは、ユーザ管理３８ａ、３０ａ、患者アンケート３２ａを含むアン
ケート３８ｄ、および共有サービス監査証跡要素３０ｃを含む監査証跡ソフトウェア要素
３８ｂを含む。
　ｉｖ．通知サービス３０ｂ
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　このカテゴリは、事象についてユーザ１５に通知するために用いるソフトウェア要素を
備える。これは、電子メール・SMSソフトウェア要素３０ｂを備える。
　ｖ．患者治療サービス４０
　患者治療サービス要素は、本明細書において患者治療要素とも呼ばれ、情報を患者に提
供し、とりわけ治療、疾病管理、および患者報告の質を向上させる上で役立てるために用
いる患者治療ソフトウェア要素および患者治療ハードウェア要素を備える。患者治療ソフ
トウェア要素は、視力・歩行検査等のオンライン検査４０ａ、認識力・運動訓練等のオン
ライン訓練４０ｂ、患者および患者支援組織のための疾病情報、およびオンラインによる
患者の生理学的監視を含む。オンラインによる多発性硬化症の患者の生理学的監視は、患
者の上肢機能の数量的検査であるデジタル版の9-Hole Peg検査を含んでもよい。患者治療
サービスは、視覚的または聴覚的形式、例えば指示映像およびダウンロード可能な情報フ
ァイルの形式の指示情報を表示してもよい。患者治療ハードウェア要素は、ストレスを監
視するウェアラブル装置、睡眠中の動きを検出するセンサ、ならびに身体訓練中の動きを
検出するセンサおよびカメラを備える。
【０１７８】
　治療すべき疾病の種類によっては、追加の患者治療サービス要素は、活動追跡および歩
行運動評価、ならびにリハビリテーションのための生理学的監視モジュール、およびスト
レス監視、認識行動療法、うつ病評価および／または治療、ならびに疲労感監視および診
療のための心理学的モジュールを含んでもよい。
【０１７９】
　活動追跡は、情報、例えば行った身体的運動（歩いた距離、時間、および／または負荷
）、カロリー消費量、および心拍を含んでもよい。歩行運動評価は、歩行能力に影響を与
える状態について個々人に対する評価、計画、および治療のためのコンピュータ化した方
法として用いることができる。特に歩行能力に影響を与える疾病（例えば多発性硬化症）
を患う患者については、歩行運動評価は、疾病に対する評価、計画、および治療のために
用いることができる。歩行運動分析は、患者の身体に付けられたマーカの位置を記録する
ように構成されているいくつかのカメラを含み得る。コンピュータは、各マーカの軌道を
三次元で算出し、各関節の動きが克明に捉えられるようにマーカの下にある骨の動きのモ
デルを決定することができる。
【０１８０】
　治療の効率を向上させるためにシステムに患者の遠隔治療サービスを追加してもよい。
この患者の遠隔治療サービスは、認知矯正療法（e-CR）、うつ病・抗疲労治療、リハビリ
テーション・運動療法、およびストレスの監視・管理を含んでもよい。
【０１８１】
　認知矯正療法（e-CR）は、反復運動による脳の訓練を通した認知機能の向上を目的とす
る非薬物療法である。この利点は、患者の認知機能が向上し、その結果生活の質が改善す
ることである。認知矯正療法は、神経変性疾患、例えば多発性硬化症（MS）には特に重要
である。MSを患う人の過半数は、認知力の変化、具体的には学習および記憶に関わる問題
を経験しているからである。この問題への対応は重要である。認知力の問題は、対処せず
に放置すると、人の生活の質に影響を与え、仕事や社会的な関わりを狭めてしまう可能性
があるからである。認知矯正療法は、学習および記憶を向上させ、全体としての満足度を
高め、計画能力を向上させ、無気力状態を抑えることができる。
【０１８２】
　うつ病や疲労感は、うつ病および疲労感を治療するためのインターネットアクセスでき
るプログラムを有効にするユーザインタフェース装置における特定のモジュールによる認
識行動療法で治療することができる。本システムは、患者の健康状態のベースラインおよ
び全体としての印象を改善するための評価および運動を含んでもよい。評価は、ベックう
つ病質問票（２１個の質問による多肢選択式の自己報告一覧表である）および／または多
発性硬化症影響スケール（関連する評点が付いたアンケートである）を用いることによる
うつ病ステージの測定および数量化をさらに含んでもよい。うつ病は、本システムおよび
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装置によって、例えば多発性硬化症に付随する二次的疾病または一時的疾病として評価さ
れ、それに加えてあるいはその代わりに治療してもよい。
【０１８３】
　二次的疾病としてのストレスの監視および管理は、一次的疾病の疾病症状を抑えるため
に重要である。多発性硬化症の患者には、再発リスクを低減し、新たな脳病変の発生を抑
えるためにストレスを管理することは、特に重要である。一実施形態において、ストレス
を測定するように構成されている本患者監視システムは、有利には、例えば脈拍、皮膚電
位、体温、および血中酸素化を記録することによってストレスを測定するためのウェアラ
ブルバイオセンサ装置を備え得る。バイオセンサは、バイオセンサブレスレット、パッチ
センサ、または患者と接触するように構成されているその他のタイプの好適な装置からな
ってもよい。
【０１８４】
　一実施形態において、患者監視システムは、有利には、個々のストレスプロファイル治
療モジュールを備えてもよく、ストレス可視化装置および事象記録計も備えてもよい。ま
た、治療モジュールは、ストレスを管理する自発的介入治療のためのオンライン指導を提
供するように構成してもよい。
【０１８５】
　さらなる治療モジュールは、睡眠監視およびCBT療法プログラムを含んでもよい。この
プログラムは、患者の睡眠についての測定情報をバイオセンサから収集することができる
。システムは、睡眠プログラムモジュールによって患者を導き、日中または夜間に発生し
得る様々な問題について患者を支援するようにさらに構成される。
【０１８６】
　睡眠プログラムは、CBTに基づいた睡眠改善技術によって患者を表示して導き、任意選
択で適合食の摂取またはより軽い薬物を推奨するようにも構成することができる。個別化
した認識行動療法（CBT）技術を、睡眠スケジュール、思考、ライフスタイル、および寝
室のレイアウトを改善するように構成してもよい。
【０１８７】
　リハビリテーション・運動療法モジュールを、頻発する複数のMS症状を軽減するために
システムに統合してもよい。リハビリテーションは、神経性の疾病、例えば多発性硬化症
で重要であり、複数の疾病症状を抑えることができる。運動療法モジュールを本システム
に統合することによって、患者は、訓練モジュールを容易に利用可能になり、個々の訓練
計画を管理して可視化し、それによってさらなる意欲を持ってリハビリテーション運動を
行うようになる。第１の工程では、HCPは患者本人を評価し、治療法を患者のアカウント
に処方する。第２の工程では、HCPは、システムをどのように用いるかを患者に示し、映
像監視・再生システム、例えばマイクロソフト・キネクト（商標）システムを患者に提供
する。第３の工程では、患者はログインし、処方された治療を行っている最中に、瞬時の
フィードバックをシステムから受信する。その後、第４の工程では、HCPは患者の進捗状
況にオンラインでアクセスし、必要に応じて遠隔で変更を行うことができる。
【０１８８】
　リハビリテーション・運動療法モジュールの他の具体例としては、指筋緊張、または電
気的刺激による関節刺激、あるいは理学療法のためのアプリケーションソフトウェアプロ
グラムが挙げられる。組み込みセンサ付きの手袋も筋緊張の訓練に用いることができる。
【０１８９】
　患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素は、患者の生理的
状態を測定するように構成されている生理学的監視モジュールも備えてもよい。生理学的
モジュールは、生理学的双方向診断検査、例えば視力検査、歩行検査、運動検査、および
筋力検査を含んでもよい。生理学的監視モジュールは、基準に対して患者の健康状態を測
定する生活の質監視モジュールも備えてもよい。
【０１９０】
　一実施形態において、生理学的モジュールは、測定した健康パラメータをバイオセンサ
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から受信するように構成されている生理学的パラメータ分析モジュールも備えてもよい。
生理学的パラメータ分析モジュールは、体温、血圧、脈拍数、皮膚電気反応、表面筋電図
、脳波記録法測定値、眼球運動記録法測定値、心電図検査測定値、呼吸センサ測定値、血
糖値センサ測定値、尿マーカ、および血液マーカから選択した生理学的データを読み取っ
て解釈するように構成されている。バイオセンサは、ウェアラブルバイオセンサであって
もよく、好ましくは患者が携帯することができ、生理学的データを絶えず抽出し、当該デ
ータをサーバシステムに送信するように構成されているブレスレットまたはパッチバイオ
センサであってもよい。
【０１９１】
　特に関節リウマチについては、圧力検知具を用いることができる。センサが付いたスト
レスボールを、患者の握力を測定するために用いることができる。関節機能測定プログラ
ムは、圧痛があるか、腫脹した関節の存在に関するデータを記録することによって関節腫
脹を測定するのに用いることができる。測定プログラムは、体内の関節の視覚化を含んで
もよく、関節に圧痛があるか、および／または腫脹しているか否かに関わらず、患者に情
報を入力するように要求してもよい。
【０１９２】
　患者が自宅で視力検査を行い、取り込んだデータを遠隔サーバに送信することができる
診断治療モジュールは、退行性の眼病を含む病気に有用である。HCPは、患者に対して遠
隔の場所から視力検査の結果を検討することができる。遠隔視力検査により、迅速で効率
的な視力の監視ができる。別の利点は、患者にとっては自宅で視力検査を行い、より頻繁
に測定することで疾病の始まりを示し得る視力の変化を早期に検出することが容易である
ということである。携帯式ユーザインタフェース装置のディスプレイは、検査および患者
が得た結果を表示するように構成してもよい。例えば携帯式電子装置の形態でユーザイン
タフェース装置に実装された視力アプリケーションソフトウェアおよび形状判別検査を用
いて、退行的な眼病を患う患者が自宅で自身の視覚機能を迅速かつ正確に検査することが
治療モジュールで可能になる。
【０１９３】
　有利には、生理学的監視モジュールからの測定データは、治療プログラムを構成するた
めに、他の遠隔治療サービスにおける第１の工程である生理学的評価に用いることができ
る。
【０１９４】
　ダイエットモジュールも治療モジュールとして提供することができ、大抵の疾病に対し
て有益である。具体的には、クローン氏病および潰瘍性大腸炎では、特定のダイエットが
疾病症状を抑えるのに有用である。治療モジュールは、氏名／食材の種類を入力すると患
者に即座のフィードバック情報を提供することができ、それによりダイエットモジュール
は、食材がよくないか、患者の状態では問題がある場合には情報を提供する。ダイエット
モジュールは、カロリーおよび運動も追跡することができる。
【０１９５】
　ダイエットモジュールは、患者が食べたものおよび胃腸の症状に関する情報も収集して
保存することができる。患者は食材、摂取時間、および胃腸の症状を入力し、これにより
ダイエットモジュールは、胃腸の症状を一定の種類の食材と相関させるように構成されて
いる。患者の胃腸の症状を引き起こした具体的食材は、「誘因食」として識別し、ユーザ
インタフェース装置に保存することができる。特に疾病の突発時に推奨に従うよう患者を
促すためにダイエットモジュールを起動することができる。
【０１９６】
　電子支援型の患者健康治療（遠隔治療）サービスのさらなる例としては、ユーザから情
報要求を受信してユーザインタフェース装置に応答を送信するように構成されている情報
モジュールを含む患者治療ソフトウェア要素および／またはハードウェア要素が挙げられ
る。
【０１９７】
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　一実施形態において、情報モジュールは、ユーザ（特に患者）に薬物情報を提供するよ
うに構成されている。この情報は、投与量、投与に関する指示、および潜在的副作用を含
み得る。医療装置は、内部にある薬物を薬物コンテナの情報から認識するように構成され
ている読み取り機、および薬物に関する識別情報を遠隔サーバに送信するように構成され
ている処理部も備えてもよい。さらにあるいはこれに代えて、ユーザインタフェース装置
、すなわち健康管理専門職インタフェース装置は、手動で入力した薬物情報を受信し、ユ
ーザインタフェース装置に薬物関連情報で応答するように構成することができる。一実施
形態において、情報モジュールは、少なくとも１つのダウンロード可能な命令ファイル、
および薬物の使用および投与に関する指示を含む１つの動画を備えてもよい。しかし、患
者がいくつかの薬物を用いている場合、情報モジュールは、すべての薬物に関する情報を
備えてもよい。
【０１９８】
　情報モジュールは、対象地点データ、例えば患者に有用な医師、理学療法士、支援グル
ープ、および個々の施設の位置・連絡先情報も含んでもよい。一実施形態において、ユー
ザインタフェース装置は、対象地点を取得するために情報要求を受信し、測定したGPS位
置を情報データベースに送信するように構成されている。
【０１９９】
　対象地点データの例としては、医師、例えば一般開業医または患者の特定の疾病の専門
医、地域の支援グループまたは薬局を見つけるためのデータが挙げられる。治療サービス
は、患者の疾病に合わせて特別に改造した装置および家電機器に関する情報も含んでもよ
い。特にクローン氏病または潰瘍性大腸炎を患う患者については、システムは、GPSによ
って患者に最も近いトイレを示すようにも構成することができる。
【０２００】
　一実施形態において、患者ケアソフトウェア要素は、患者治療データを患者治療モジュ
ールから受信するように構成されており、報告要素は、コンプライアンス測定の順守度を
患者治療モジュールに対して表示するようにさらに構成されるので、治療モジュールを順
守しているかを監視することができる。
【０２０１】
　患者治療のソフトウェア要素および／またはハードウェア要素は、結果情報を個々のモ
ジュールから抽出し、他の訓練モジュールの必要性を特定するように構成されている集中
治療ソフトウェア制御モジュールをさらに備えてもよい。各治療モジュールの有効性が相
互に関連している場合があるので、集中治療ソフトウェア制御モジュールは、例えば第１
のモジュールにおける結果に基づいて第２の治療モジュールの必要性を特定し、あるいは
生理学的監視モジュールの測定値に基づいて特定の治療モジュールを推奨してもよい。
【０２０２】
　一実施形態において、患者治療のソフトウェア要素および／またはハードウェア要素は
、患者治療ソフトウェアのデータに基づいて患者および／または健康管理専門職に推奨を
生成するようにも構成してよく、推奨は、通知サービスソフトウェア要素３０ｂによって
患者および／または健康管理専門職に送信することができる。
【０２０３】
　また、患者情報管理プログラムが患者結果報告、訓練モジュール、および生理学的測定
モジュールの入力データを分析し、さらなるフォローアップのきっかけを健康管理専門職
に送信するように患者ケアシステムを構成してもよい。
【０２０４】
　任意選択で、患者情報管理プログラムは、HCPによって選択的に起動することができる
フォローアッププログラムも含んでもよい。このフォローアッププログラムは、生理学的
パラメータの測定値および疼痛等級を含む。フォローアッププログラムは、特定の時点、
例えば患者が特定の薬物を受け取る前もしくは後（抗がん剤治療等）または疾病再発時に
は特に有用である。
【０２０５】
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　患者治療サービスは、報知４０ｃ、例えば薬物投与の報知および診療、HCP、または現
場看護師のもとに行くための報知をさらに含んでもよい。検査結果のオンライン取り込み
は、報告３２ｆの要素に提供してもよく、訓練の成績も報告要素が利用可能な情報、また
はHCPおよびファイリングした看護師が利用可能な情報として記録してもよい。報知は、
通知サービス要素３０ｂによって送信してもよい。検査は、患者ユーザインタフェース装
置１８および検査装置、例えば有線接続または無線接続によってユーザインタフェース装
置１８に接続された動きセンサを用いて自宅で患者が行うことができる。検査は、視力検
査、歩行検査、認知機能検査、および／または運動検査であってもよい。患者の生理学的
監視は、患者の生理学的測定データの測定値、例えば患者の体温、血圧、脈拍数、身長（
成長ホルモン治療の場合）も含んでもよい。ある生理学的測定値は、センサによって自動
的に取り込み、患者のユーザインタフェース装置１８および／または医療装置１を介して
、ならびに／またはインターネット７または無線通信ネットワーク３を介したデータ転送
のための通信手段を備えている場合には感知装置または訓練装置によってサーバシステム
に送信してもよい。ある生理学的データは、患者１５ａもしくはHCP１５ｂ、または現場
看護師１５ｃが手動で入力してもよい。
【０２０６】
　例示的な実施形態において、図４および５に図示し、ならびに上記したソフトウェア要
素は、以下の機能を備え得る。
　療法３６ｃ。このソフトウェア要素は、疾病、特定の実施形態においては多発性硬化症
を治療するための薬物を用いる薬物治療に関する機能を提供する。療法３６ｃは薬物３６
ｂに関連付けられる。薬物３６ｂは療法３６ｃに支配されるからである。
　薬物３６ｂ。このソフトウェア要素は、処方された、すなわち患者が服用する薬物に関
連する機能を提供する。薬物要素は、療法３６ｃに関連付けられる。療法３６ｃは患者に
与える薬物を決定するからである。薬物３６ｂの要素は、患者に服用すべき時点における
薬物に関する薬物関連情報を提供してもよい。薬物３６ｂの要素は、薬物の発注および計
画した納入日、ならびに第三者からの支払い支援、例えば健康保険に関する情報も提供す
る。薬物要素３６ｂは、薬物のオンライン発注および自宅発送も支援するように構成され
ているシステムにこれらの機能を全て備えてもよい。
　装置３６ａ。このソフトウェア要素は、医療装置１に関連する機能を提供する。特定の
実施形態において、医療装置は、多発性硬化症を治療するRebif（商標）という薬物を注
入するために用いるRebismart（商標）である。装置要素３６ａは、医療装置使用データ
、例えば注入データを保存し、患者データ３２ｂにも関連付けられている。全患者が自身
に関連付けられた少なくとも１つの装置を有するからである。
　薬物投与３６ｄ。このソフトウェア要素は、薬物投与、例えば注入の日時およびその関
連情報（例えば注入量）を保存する機能を提供する。特定の実施形態において、注入は、
多発性硬化症の患者に薬物を与える方法である。注入データは、装置要素３６ａに送られ
る。
　患者データ３２ｃ。このソフトウェア要素は、装置要素３６ａおよびウェブアプリケー
ションソフトウェアを用いて収集した患者データの保守を提供する。
　診療３２ａ。このソフトウェア要素は、患者１５ａに対する診療、特定の実施形態にお
いては多発性硬化症患者のとの関連性を管理する。
　同意３２ｅ。このソフトウェア要素は、同一の診療所で患者が治療を受ける場合に、誰
が治療に関与し得るかに関わらず、主たる医師または他のHCP１５ｂが処置することに対
する患者１５ａの同意を管理する。
　患者の結果３２ｄ。このソフトウェア要素は、患者に提示されたアンケートの結果を提
供し、報告要素３２ｆを患者１５ａ、特定の実施形態において多発性硬化症を患う患者の
健康報告を生成するために用いる。
　患者往診３２ｂ。このソフトウェア要素は、HCP１５ｃおよび現場看護師１５ｄが入力
した患者の往診情報を管理する。往診は、前回の往診後の患者のEDSSスコア、再発、およ
び入院期間を追跡するのに役立つ。
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　報告３２ｆ。このソフトウェア要素は、順守データを提供する医療装置から受信した医
療装置使用データ、患者の報告結果を提供し得る患者記入によるアンケート、治療計画に
関する情報を含む順守設定、およびHCPおよび現場看護師により入力された往診データか
ら患者報告を生成する。以下にさらに詳細に検討し、図６に示すように、報告は有利には
、単一の表示で患者報告結果（PRO）を含む共通の時間スケールに沿った複数の報告、お
よび共通の時間スケールに沿った順守情報を表示する複合図を含む。上述の複合図により
、HCPは処方した治療計画を患者が順守しない場合の影響をより容易かつ迅速に評価する
ことができ、必要に応じて是正措置、例えば患者に順守の重要性について注意し、順守し
ているかについての監視強化、往診の頻度の増加、治療計画の変更、およびさらなる治療
方法を提案する。一実施形態において、報告３２ｆは、疾病の発生および履歴を理解する
ために履歴の記録を表示してもよい。履歴の記録は、HCPおよび患者の両方がアクセスで
きてもよい。
　カレンダー３２ｇ。このソフトウェア要素は、事象および予定した往診についての詳細
を提供するためにHCPおよび患者のカレンダーを管理する。カレンダーソフトウェア要素
３２ｇは、患者またはHCPの事象のリマインダーも発行してよい。
　アンケート３８ｄ。このソフトウェア要素は、患者に提示された全てのアンケートおよ
びその応答を管理する。この機能は、患者情報管理モジュール３２が患者に提供した調査
結果を提供してもよい。アンケートとしては、患者を対象とする臨床的検証アンケートが
挙げられる。患者からの応答は、報告要素３２ｆにより用いられ、患者報告結果（PRO）
を生成する。アンケートは、患者の全体としての健康、疼痛、体温、認識力、疲労感、膀
胱の状態、腸の状態、性的満足、または他の健康の基準のレベルを評価することを可能に
する質問を含んでもよい。アンケートは、被った副作用および追加の薬物使用に関連する
質問も含んでもよい。
　ユーザ管理３８ａ。このソフトウェア要素は、様々なユーザ（HCP、現場看護師、患者
、システムアドミニストレータ、キー・アカウント・マネージャ、および支配人）のユー
ザアクセス権の管理を含む。
　監査証跡３８ｂ。このソフトウェア要素は、患者ケアシステムにおいてあらゆるユーザ
により実行される全てのトランザクションの監査証跡管理を提供する。
　構成３８ｃ。このソフトウェア要素は、システム構成および時間帯、例えば国に固有の
構成の管理に用いられる。
　電子メールおよびSMS３０ｂ。このソフトウェア要素は、電子メール通知、個別にはSMS
通知を患者ケアシステムのユーザに送信する。
【０２０７】
　具体的にはクローン氏病および潰瘍性大腸炎では、患者報告結果の入力に対して、患者
は便通のサイクル、便中の血液、下痢、夜間の下痢、腹部の疼痛、腸閉塞、体重減少、発
熱、夜間の発汗、血便、倦怠感、吐き気、関節痛を入力する。
【０２０８】
　電子メールおよびSMS３０ｂは、クローン氏病および潰瘍性大腸炎では、大腸内視鏡検
査の時期が近くなるとリマインダーを送信するように構成してもよい。リマインダーは、
大腸内視鏡検査の数日前に、低繊維食品の摂取を開始するようにさせ、避けるべき食品、
例えば全粒、ナッツ、種、ドライフルーツ、または生の果物もしくは野菜を示す第１のリ
マインダーを含んでもよい。第２のリマインダーは、大腸内視鏡検査の前日または当日に
、患者に固形食を摂取せず、清澄流動食のみを食べるように注意する。第３のリマインダ
ーは、大腸内視鏡検査前の午後または夕方に、患者に大腸を空にする下痢を生じさせる液
体を飲むように注意する。第４のリマインダーは、処置の２時間前には何も飲まないよう
に注意する。さらに、大腸内視鏡検査の準備のための他のリマインダーを健康管理専門職
は追加することができる。
【０２０９】
　本明細書において説明されるソフトウェア要素のあるものは、クライアントサーバアプ
リケーションソフトウェアの形態であってもよい。この場合、クライアント側アプリケー
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ションソフトウェアは、ユーザインタフェース装置にインストールされ、それによりユー
ザインタフェース装置はサーバシステムに搭載されたアプリケーションソフトウェアに接
続し、特定の機能をローカルで起動することができる。本明細書において説明されるある
ソフトウェア要素は、ユーザユーザインタフェース装置のウェブブラウザを介してアクセ
スおよび起動されるブラウザアプリケーションソフトウェアの形態であってもよい。ある
ソフトウェア要素は、アプリケーションソフトウェアの種類および機能に応じて医療装置
、医療装置接続局、およびユーザインタフェース装置を含むシステムの様々な装置とは別
にインストールして起動してもよい。本明細書において「ソフトウェア要素」という用語
を用いる場合、プログラムの一部、プログラム、プログラムの複数の部分、または所望の
機能を実現するために互いに機能する複数のプログラムを意味する。
【０２１０】
　本明細書において説明されるモバイル式および有線式のユーザインタフェース装置１８
にインストールされたクライアントアプリケーションソフトウェアと通信するサーバシス
テム６に上述のソフトウェア要素を統合することにより、柔軟な包括的患者ケアシステム
を提供し、患者、HCP、現場看護師、および患者支援組織の他の構成員、ならびに他の関
係者、例えば薬物製造者が利用可能な情報の質を最適化し、全体としての患者のケアおよ
び健康を改善しつつ、健康管理のコストを低減する。さらに、長期にわたり、データベー
スに蓄積されるデータにより、HCPおよび薬物提供者は、治療計画および療法を改善する
ために疾病および治療の効果についてより深い理解を得ることができる。本発明による患
者ケアシステムは、健康管理専門職が遠隔から患者の治療を監視することを可能にすると
ともに、HCPに意思決定のための情報を提供し、患者のために薬物投与を容易にすること
ができ、広域でHCPと患者の間に健康についての容易な通信を提供し、安全で効果的かつ
無駄のない患者ケアを提供する。
　本発明の一実施形態において、医療装置１は、薬液、具体的にはRebifR（登録商標）（
インターフェロンベータ-1a）またはSaizenR（登録商標）（組換え成長ホルモン）を注入
するための注入装置である。医療装置１は、例えば、国際公開第2005/077441号、国際公
開第2006/085175号、国際公開第2006/085204、または国際公開第2007/088444号（これら
は本明細書に参照により組み込まれる）に開示され、RebiSmart（登録商標）およびEasyp
od（登録商標）として製品化される種類の装置であるか、またはこれらの特定の機能を含
んでもよい。
【０２１１】
　より具体的には図７ａ、７ｂ、８ａ～８ｃに示すように、特に治療計画、例えば多発性
硬化症または成長ホルモン分泌不全を患う患者の治療計画の順守を監視するための本発明
の一実施形態による患者ケアシステムの構成例についてここで説明する。
【０２１２】
　本実施形態において、医療装置１は、内部メモリ、および患者による医療装置の使用に
関連する第１のデータをメモリに保存するようにプログラムされたプロセッサを備えるこ
とが好ましい。
【０２１３】
　第１のデータは、医療装置使用データを含み、これは投与した薬物の量および投与の日
付および／または時間を含む。医療装置が注入装置である変更形態において、第１のデー
タは、行われた注入の回数、注入の時間、および注入量を含んでもよい。内部メモリおよ
びプロセッサは、医療装置１を一意に識別するIDコードをさらに保存する。
【０２１４】
　医療装置が内部メモリおよび医療装置の使用に関するデータを保存するマイクロプロセ
ッサを備えない変更形態において、患者または薬物を投与する人は、データエントリの形
式を生成するクライアントソフトウェアプログラムおよびユーザインタフェース装置のメ
モリにおける第１のデータのストレージを備えるユーザインタフェース装置１８に第１の
データを手動で入力してもよい。
【０２１５】
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　一実施形態において、システムは医療装置接続局２も備える。図７ａに示すように、医
療装置接続局２は、医療装置１を載置し得る接続インタフェースを備えてもよい。医療装
置接続局は、携帯電話ネットワーク３、例えば汎欧州デジタル移動電話方式（GSM）また
はユニバーサル移動体通信システム（UMTS）に接続するための無線通信転送電子機器およ
び加入者識別モジュール（SIM）カードを備えてもよい。医療装置接続局２に載置される
と、医療装置１は、赤外線接続、無線周波接続、または電気的接続によって医療装置接続
局２と通信する。医療装置１におけるグラフィックユーザインタフェース４およびボタン
５を介して、患者は、第１のデータおよびIDコードを医療装置１から医療装置接続局２に
送信してもよい。次に、第１のデータおよびIDコードは、携帯電話ネットワーク３を介し
て遠隔のサーバシステム６に送信される。
【０２１６】
　サーバシステム６は、第１のデータを取得して保存および処理する。医療装置接続局２
とサーバシステム６の間のデータ送信を暗号化する。データは部外秘でサーバシステム６
に保存され、患者ケア提供者が通信ネットワーク、例えばインターネット７を介して容易
かつか確実にアクセスできるように処理される。このように、ユーザインタフェース装置
１８、典型的にはコンピュータまたはデジタルタブレットを用い、かつ暗号化通信によっ
て、医師は自身の患者のためにサーバシステム６に保存されたデータにアクセスすること
ができる。
【０２１７】
　上述の第１のデータに加えて、サーバシステム６は、患者から患者の生理的状態に関連
する第２のデータを取得する。この第２のデータは、携帯電話ネットワーク３を介するス
マートフォン１８ｃ、インターネットネットワーク７を介するコンピュータ１８ａ、およ
び／または患者の任意の他の端末によってサーバシステム６に送信される。第２のデータ
は、患者報告結果（PRO）を含んでもよく、PROは、医師の要求に応じてサーバシステム６
がスマートフォン１８ｃおよび／またはコンピュータ１８ａにすでに送信された臨床的検
証アンケートに対する回答を含んでもよい。患者は、ユーザインタフェース装置１８に促
されるか、自らの意思でアンケートに定期的に回答し、回答はサーバシステム６に送信さ
れ、サーバシステム６は回答を保存して処理する。アンケートは、患者の全体としての健
康、疼痛、認識力、疲労感、膀胱の状態、腸の状態、性的満足、または他の健康の基準の
レベルを評価することを可能にする質問を含んでもよい。第２のデータは、健康検査の結
果をさらに含んでもよい。検査は、コンピュータ１８ａおよび検査装置、例えば高周波接
続（例えばBluetooth（登録商標）またはWi-Fi）によってコンピュータ１８ａに接続され
た動きセンサを用いて患者が自宅で行ってもよい。検査は、視力検査、歩行検査、認知力
検査、および／または運動検査であってもよい。第２のデータは、生理学的測定データ、
例えば患者の体温、血圧、身長（成長ホルモン治療の場合）、血液パラメータ、尿検査ま
たはECGデータも含んでもよい。第１のデータと同様に、第２のデータは暗号化して送信
され、部外秘でサーバシステム６に保存される。
【０２１８】
　医師が自信の端末８をサーバシステム６に接続すると、医師は患者のためにサーバシス
テム６に保存した第１および第２のデータにアクセスすることができる。本発明によれば
図６に示すように、サーバシステム６に保存した第１および第２のデータからそれぞれ取
得された２つのグラフィック表示１１および１２を用いて複合報告を生成する。この場合
に、第１および第２のデータは、端末８のスクリーンに同時に表示されるので、一緒に見
ることができる。「同時に」という用語によって、２つのグラフィック表示１１および１
２が一緒に表示される期間が少なくとも存在することを意味する。２つのグラフィック表
示１１および１２は、図示するように互いに並び、重ね合わされ、すなわち一方が他方の
上にあってもよい。
【０２１９】
　第１のグラフィック表示１１は、治療の順守、具体的には患者が時間に応じて医学的指
示、例えば服用量および注入の頻度に従っている程度を表す。したがって１００％の順守
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は、患者が処方箋に厳格に従ったことを示すが、１００％より低い順守は、患者が全ての
処方投入量を注入しなかったことを示す。第１のグラフィック表示１１は、例えば図示さ
れるように棒グラフの形式であってもよく、例えば多発性硬化症等の神経変性疾患の場合
における患者の状態を表す曲線１３と組み合わせてもよい。患者総合障害度評価尺度（ED
SS）スコアは、医師によってサーバシステム６に提供される。第２のグラフィック表示１
２は有利には、時間に応じた上述の患者報告結果をそれぞれ表す１つまたはいくつかの曲
線１４を含み得る。医師は、どの患者報告結果を表示するかを選択することができる。不
図示であるが、第２のグラフィック表示１２は、健康検査結果を表す曲線または他のグラ
フィックデータおよび生理学的測定データも含んでもよい。
【０２２０】
　グラフィック表示１１および１２は医師の端末１８に同時に表示されるので、医師はデ
ータを容易に分析することができ、患者の健康に与える順守の影響を観察することができ
る。次に、医師は、治療の有効性を評価して処方箋を調整し、および／または処方箋によ
り厳格に従うように患者に奨励し、および／または関連する治療方法を提案してもよい。
【０２２１】
　順守しているかは、医療装置１および医療装置接続局２により提供する第１のータに基
づいてサーバシステム６におけるソフトウェア要素で算出することができる。第１および
第２のグラフィック表示１１、１２もサーバシステム６でソフトウェア要素により生成さ
れる。しかし、一変更形態において、医師のコンピュータ端末１８にインストールされた
クライアントアプリケーションソフトウェアは、サーバシステム６により提供する生デー
タに基づいて順守しているかを算出し、グラフィック表示１１、１２を生成することがで
きる。別の変更形態において、順守しているかは、サーバシステム６におけるソフトウェ
ア要素で算出し、グラフィック表示１１、１２は、コンピュータ端末１８にインストール
したクライアントアプリケーションソフトウェアで生成することができる。別の一変更形
態においては、順守しているかを医療装置１におけるソフトウェア要素で算出することが
できる。
【０２２２】
　第１のデータは、医師による要求に応じて、または自動的にサーバシステム６によって
携帯電話１８ｃ、コンピュータ１８ａおよび／または患者の任意の他の端末に送信し、こ
れによって患者は順守を監視することができる。
【０２２３】
　図８ｂおよび７ｂに示す本発明の実施形態において、医療装置１は、完全な機械的注入
装置、例えばRebidose（登録商標）であるが、スマート標識１９を有する。通常、スマー
ト標識１９は近距離無線通信（NFC）チップおよびQRコードを含む。医療装置のIDコード
はNFCチップ内に保存され、またQRコードで表される。スマートフォン１８ｃがNFC手段を
備える場合、スマートフォン１８ｃを医療装置１にタップすることによりIDコードをスマ
ートフォン１８ｃに送信するきっかけとなる。そうでなければ、QRコードを読みとること
でスマートフォン１８ｃからIDコードにアクセスすることができる。患者は次に医療装置
１に注入し、スマートフォン１８ｃに対して注入の確認を行い、スマートフォン１８ｃは
注入データ（上述の「第１のデータ」）およびIDコードをサーバシステム６に送信するこ
とができる。このように、本変更形態においては、携帯電話１８ｃおよび送信機は１つの
同一の装置である。データ処理は、図１の実施形態において医療装置により行ったが、こ
こではスマートフォン１８ｃにより行う。
【０２２４】
　本発明のさらなる変更形態を図３に示す。ここでは医療装置１は第１のデータ入力装置
および第２のデータ入力装置と統合されている。医療装置１は、第１のデータと第２のデ
ータを取得して保存する。医療装置は無線医療装置接続局２に接続し、赤外線によりデー
タを医療装置接続局に通信する。医療装置接続局２は、モバイルネットワーク３を介して
データをサーバシステム６に送信する。患者に属するコンピュータ１８ａは、患者の生理
的状態に関連する第２のデータを取得し、インターネット７を介してサーバシステム６に
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ット７を介してケア提供者のコンピュータ１８に送信する。
【０２２５】
　本発明は、図７ａ、７ｂに示す者以外の医療装置、例えば電子的錠剤提供装置またはス
マートブリスタを有する錠剤提供装置にも応用することができる。患者は実際には、従っ
ている治療法によって様々な医療装置を用いる必要があるかもしれない。各医療装置は一
意なIDコードを有するので、サーバシステム６はどの医療装置に取得した第１のデータが
関連するかを認識する。
【０２２６】
　サーバシステム６は必ずしも一箇所に位置するのではなく、通信ネットワークを介して
互いに通信するいくつかの遠隔サーバから構成されてもよい。例えば、サーバシステム６
は、データを保存して処理する第１のサーバおよびインターネットを介してデータが医師
に利用可能となるウェブサーバから構成されてもよい。
【０２２７】
　最後に、当業者は、医療装置接続局２が必ずしも別々の装置ではなく、医療装置１に統
合することができることを理解するであろう。
【０２２８】
　本発明によるコンピュータ化した患者ケアシステムは、電子化保健医療プラットフォー
ムと呼ぶことができる。有利には、このプラットフォームは安定したモジュール方式であ
る。このプラットフォームにより、患者の状況、投与計画の順守度、および疾病の進行具
合を監視して対処するためにケア提供者と患者の間で情報を共有する１式のアプリケーシ
ョンソフトウェアを提供する。
【０２２９】
　本発明により、ケア提供者または患者は、治療計画の順守度および治療計画の有効性を
監視することができる。
【０２３０】
　本発明による患者ケアシステムは、下記を含む多くの利点を有する。
　●患者の順守度が低く、またアップロードした指導の支援提供が十分でないことが頻繁
にある場合に患者に通知し、または患者が再発する可能性があることを患者の報告結果（
PRO）が示す場合に、警告の提供、例えば認知力訓練を行い、休養を取り、あるいは冷水
シャワーを浴びるように患者に伝え、これにより順守度を向上させて指導を提供して再発
を防止するのに役立てる機能。
　●患者支援グループおよび現場看護師が患者の順守度の理的およびPROにアクセスし、
患者に特化した指示を患者に提供することができるようになる。
　●医師は、患者の往診の前に入念に準備することができる。
　●順守度が低い場合に、医師は低い順守度を副作用に結びつけることができ、これによ
り副作用により上手に対処することができる。
　●これまで多くの疾病、特に多発性硬化症における順守度がPROと全く相関していなか
ったが、本システムは、疾病、例えば再発を生じさせる条件およびどのように再発を回避
できるかについて学習するのに役立つ。
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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月23日(2018.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者（１５ａ）に対する治療を管理する医療装置（１）と、
　通信ネットワーク（１６）を介して患者（１５ａ）および健康管理専門職（１５ｂ）を
含むユーザ間でデータを送受信するように構成されており、さらに患者ケアに関連するデ
ータを処理して保存するように構成されている、サーバシステム（６）と
を備える患者ケアシステムであって、
　　前記サーバシステムは、
　　患者ケアに関連するデータを保存するように構成されているデータベース（６ｃ）、
　　疾病管理（３６）の患者ケアソフトウェア要素および患者情報管理プログラム（３２
）を備えたアプリケーションサーバ（６ｂ）、および
　　インターネットを介してデータを転送するウェブサーバアプリケーションソフトウェ
アを含む通信サーバ（６ａ）
を備え、
　　　前記患者情報管理プログラムは、薬物投与履歴、順守データ、患者結果報告、患者
健康報告、患者の生理学的データ報告、医療装置設定、治療計画データから選択される情
報、および前記情報の任意の組み合わせに基づいて、テーブル、チャート、リスト、ダイ
アグラム、またはグラフィック表示の形式で報告を生成するように構成されている、報告
要素を備え、
　　　前記患者ケアソフトウェア要素は、前記通信ネットワークを介して転送された前記
医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使用データを受信し、さらに患者データ（
３２ｃ）と共に前記医療装置使用データを処理して前記患者の前記治療に関する１つ以上
の報告（３２ｆ）を生成するように構成されており、
　　　　前記報告は、前記サーバシステムに保存した登録ユーザのそれぞれの役割と権限
に応じて前記患者ケアシステムの前記登録ユーザが前記通信ネットワークを介して遠隔か
らアクセスでき、
　前記患者ケアシステムは、生理学的監視モジュール、訓練モジュール、情報モジュール
、および心理学的監視モジュールの群から選択される少なくとも１つの双方向のモジュー
ルを有する、患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素をさら
に備える、患者ケアシステム。
【請求項２】
　前記報告要素は、ユーザインタフェース装置（ＵＩＤ）のディスプレイに同時に表示さ
れると共に、前記治療計画を順守しないことの影響または前記治療の前記有効性の評価を
容易にする複合的順守報告および患者結果報告を含む複合的報告を形成するように構成さ
れている、請求項１に記載の患者ケアシステム。
【請求項３】
　前記患者治療ソフトウェアは、前記アプリケーションサーバに存在するウェブベースの
プログラムであるか、あるいは、患者の前記ユーザインタフェース装置または前記医療装
置に存在する、請求項１または２に記載の患者ケアシステム。
【請求項４】
　前記患者ケアソフトウェア要素は、患者治療データを患者治療モジュールから受信する
ように構成されており、前記報告要素は、さらにコンプライアンス測定の順守度を前記患
者治療モジュールに表示するように構成されている、請求項１～３のいずれか１項に記載
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の患者ケアシステム。
【請求項５】
　結果情報を個々のモジュールから抽出し、他の訓練モジュールの必要性を特定するよう
に構成されている中央治療ソフトウェア制御モジュールをさらに備える、請求項１～４の
いずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項６】
　前記サーバシステムは、電子メールおよび／またはＳＭＳ（ショートメッセージサービ
ス）による通知を患者に、任意選択で前記サーバシステムの他のユーザに送信するように
構成されている通知サービスソフトウェア要素（３０ｂ）をさらに備える、請求項１～５
のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項７】
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、前記
患者治療ソフトウェア要素からのデータに基づいて前記患者および／または前記健康管理
専門職に推奨を生成するように構成されており、前記推奨は、通知サービスソフトウェア
要素によって前記患者および／または前記健康管理専門職に送信される、請求項１～６の
いずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項８】
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、認知
矯正療法訓練モジュールを備え、前記認知矯正療法訓練モジュールは、前記ユーザインタ
フェース装置（ＵＩＤ）からアクセスでき、訓練運動による患者適合プログラムを起動す
るように構成されているプロセッサ、結果分析器、および過去の結果を保存するメモリを
備える、請求項１～７のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項９】
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、老人
性うつ病管理モジュールを備え、前記老人性うつ病管理モジュールは、前記ユーザインタ
フェース装置（ＵＩＤ）からアクセスでき、うつ病評価アルゴリズム、前記うつ病評価ア
ルゴリズムからのデータに基づいて構成された訓練運動による患者適合プログラムを起動
するように構成されているプロセッサ、結果分析器、および過去の結果を保存するメモリ
を備える、請求項１～８のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１０】
　前記患者治療ソフトウェア要素および／または前記患者治療ハードウェア要素は、認知
的睡眠管理モジュールを備え、前記認知的睡眠管理モジュールは、前記ユーザインタフェ
ース装置（ＵＩＤ）からアクセスでき、訓練運動、結果分析器、および過去の結果を保存
するメモリを備える、請求項１～９のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、前記プログラムを前記患者が入力した情報に基づいて変更するよう
に訓練セッション中に認知的訓練プログラムを反復的に適合させるように構成されている
、請求項８～１０のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１２】
　前記サーバシステムは、患者の生理的状態を測定するように構成されている生理学的監
視モジュールを含む患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素
をさらに備える、請求項１～１１のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１３】
　前記生理学的監視モジュールは、視力検査、歩行検査、運動検査、および筋力検査の群
から選択される少なくとも１つの双方向の生理学的検査を含む、請求項１～１２のいずれ
か１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１４】
　前記サーバシステムは、行った運動の量を追跡するように構成されている活動追跡モジ
ュールを備えた患者治療ソフトウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素をさ
らに備える、請求項１～１３のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
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【請求項１５】
　前記サーバシステムは、リハビリテーション訓練モジュール、および多発性硬化症を患
う患者の歩行不能を評価して治療を計画する歩行運動評価に基づいて各マーカの軌道を算
出する処理部をさらに備える、請求項１～１４のいずれか１項に記載の患者ケアシステム
。
【請求項１６】
　前記サーバシステムは、情報要求をユーザから受信し、応答を前記ユーザインタフェー
ス装置（ＵＩＤ）に送信するように構成されている情報モジュールを含む患者治療ソフト
ウェア要素および／または患者治療ハードウェア要素をさらに備える、請求項１～１５の
いずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１７】
　前記情報モジュールは、薬物情報を含む、請求項１～１６のいずれか１項に記載の患者
ケアシステム。
【請求項１８】
　前記医療装置は、薬物コンテナに関する情報から内部に存在する薬物を認識するように
構成されている読み取り機、および前記薬物に関する識別情報を遠隔の前記アプリケーシ
ョンサーバに送信するように構成されている処理部を備える、請求項１～１７のいずれか
１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１９】
　前記患者情報管理プログラムは、カレンダーソフトウェア要素（３２ｇ）をさらに備え
、前記カレンダーソフトウェア要素は、薬物を服用し、または患者治療モジュールを用い
るように前記患者を促すように構成されている、請求項１～１８のいずれか１項に記載の
患者ケアシステム。
【請求項２０】
　前記カレンダーソフトウェア要素は、リマインダーおよび報知のシステムを備え、次回
服用のリマインダー、予約、および訓練モジュールが前記ユーザインタフェース装置（Ｕ
ＩＤ）のディスプレイに送信される、請求項１～１９のいずれか１項に記載の患者ケアシ
ステム。
【請求項２１】
　前記患者情報管理プログラムは、患者結果報告、訓練モジュール、および生理学的測定
モジュールからの入力データを分析し、さらなるフォローアップのトリガーを健康管理専
門職に送信するように構成されている、請求項１～２０のいずれか１項に記載の患者ケア
システム。
【請求項２２】
　前記患者情報管理プログラムは、ＨＣＰが選択的に起動するフォローアッププログラム
を備え、前記フォローアッププログラムは、生理学的パラメータの測定値および疼痛等級
を含む、請求項１～２１のいずれか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項２３】
　前記治療計画に対する順守度は、第１のグラフィック表示によって表され、前記患者結
果報告は、患者の生理的状態に関連し、第２のグラフィック表示によって表され、前記の
第１のグラフィック表示および前記第２のグラフィック表示は、オペレータが前記治療計
画に対する前記順守度を前記患者の前記生理的状態と比較するために共通の時間スケール
を有する、請求項２に記載の患者ケアシステム。
【請求項２４】
　前記複合的順守報告は、第１の時間スケールで表示され、前記患者結果報告は、第２の
時間スケールで表示され、前記複合的順守報告および前記患者結果報告が共通の時間的間
隔で表示され、オペレータが経時的に前記治療計画に対する前記順守度を前記患者結果報
告と比較および／または相関させるために、前記第１の時間スケールおよび前記第２の時
間スケールが配置され、同時に表示される、請求項２に記載の患者ケアシステム。
【請求項２５】
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　前記複合的順守報告は、第１の時間スケールで表示され、少なくとも１つの患者結果報
告は、第２の時間スケールで表示され、前記患者結果報告における顕著な／測定可能な患
者の結果における時間的遅延を補償し、オペレータが経時的に前記順守度を前記患者結果
報告と比較および／または相関させるために、前記の第１の時間スケールおよび前記第２
の時間スケールを互いに変位させる、請求項２に記載の患者ケアシステム。
【請求項２６】
　慢性疾患の患者に対する治療を監視してケアを提供する方法であって、
　治療薬物を前記患者に投与する医療装置を提供する工程、
　通信ネットワークを介して患者および健康管理専門職を含むユーザの間でデータを送受
信するように構成されており、前記患者に関連するデータを保存するように構成されてい
るデータベース、疾病管理および患者情報管理のための患者治療ソフトウェア要素および
／または患者治療ハードウェア要素を備えた患者ケアソフトウェア要素を含むアプリケー
ションサーバ、ならびに前記通信ネットワークを介したデータ転送のための通信サーバを
備えたサーバシステムを備えるコンピュータ化患者ケアシステムを提供する工程、
　前記サーバシステムで患者ケアに関連するデータを処理して保存する工程、
　前記通信ネットワークを介して前記サーバシステムに前記医療装置の使用に関するデー
タを含む医療装置使用データを転送する工程、
　前記通信ネットワークを介して前記サーバシステムに前記患者治療ソフトウェア要素お
よび／または前記患者治療ハードウェア要素の使用データを転送する工程、および
　患者データと共に前記医療装置使用データおよび前記患者治療ソフトウェア要素および
／または前記患者治療ハードウェア要素使用データを処理して前記患者の前記治療に関連
する１つ以上の報告を生成し、前記サーバシステムに保存した登録ユーザのそれぞれの役
割および権限に応じて、前記通信ネットワークを介して前記患者ケアシステムの前記登録
ユーザに前記報告への遠隔アクセスを提供する工程
を含む、方法。
【請求項２７】
　慢性疾病の治療計画の有効性を評価する方法であって、
　薬物を投薬する医療装置を提供する工程、
　ユーザインタフェースディスプレイに少なくとも１つの治療ソフトウェアを提供する工
程、
　前記医療装置の使用データを電算システムに送信する工程、
　前記治療ソフトウェアのモジュールに対する順守度を送信する工程、
　処方治療計画データおよび前記使用データに基づいて治療計画に対する順守度を算出す
る工程、
　前記電算システムに患者報告結果を送信する工程、
　治療計画に対する前記順守度に関する第１のグラフィック表示および前記患者報告結果
に関する第２のグラフィック表示を含む報告を前記電算システム内に生成する工程であっ
て、前記第１のグラフィック表示および前記第２のグラフィック表示は共通の時間スケー
ルを含む、工程、および
　ユーザインタフェース装置のスクリーンに表示するために、前記報告を健康管理専門職
にアクセス可能とする工程であって、前記第１のグラフィック表示および前記第２のグラ
フィック表示は同時に表示される、工程
を含む、方法。
【請求項２８】
　前記電算システムは、請求項１～２５のいずれか１項に記載の患者ケアシステムのサー
バシステムである、請求項２６または２７に記載の方法。
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摘要(译)

患者护理系统经由通信网络（16）向管理患者（15a）的治疗的医疗设备（1）发送数据，以及从该设备接收数据，并且在用户之
间，包括患者（15a）和医护人员（15b）发送数据。 并且进一步包括服务器系统（6），其被配置为处理和存储与患者护理有关的
数据。 该服务器系统包括配置成对与患者护理有关的数据进行加密并存储该加密数据的数据库（6c），疾病管理（36）的患者护
理软件元素以及患者信息管理（32）。 包含用于经由互联网传输数据的网络服务器应用软件的应用服务器（6b）和通信服务器
（6a），其中，患者护理软件元件被提供有与经由通信网络传输的医疗设备的使用有关的数据。 被配置为接收医疗设备使用数
据，包括：以及与患者数据（32c）进一步处理医疗设备使用数据，以生成一个或多个患者治疗报告（32f），该报告包括： 患者护
理系统的注册用户根据服务器系统中保存的注册用户的每个角色和权限进行通信。 可以通过网络远程访问。 [选型图]图1
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